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(証券コード 8 3 4 2 ) 
平 成 23 年 ６ 月 ６ 日 

 

 株 主 各 位 
青 森 市 橋 本 一 丁 目 ９ 番 30 号 

株式会社 

取締役頭取 浜 谷  哲 

 
第103期定時株主総会招集ご通知 

 

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申しあげます。 

 また、このたびの東日本大震災により被災されました皆さまには心よりお見舞い申

しあげます。 

 さて、当行第103期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くだ

さいますようご通知申しあげます。 

 なお、当日ご出席願えない場合は、書面により議決権を行使することができますの

で、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討くださいまして、同封の議決権行

使書用紙に賛否をご表示いただき、平成23年６月23日（木曜日）午後５時までに到着

するようご返送くださいますようお願い申しあげます。 

敬 具 
記 

1. 日  時 平成23年６月24日（金曜日）午前10時 
2. 場  所 青森市橋本一丁目９番30号 当行本店大会議室（８階） 
3. 株主総会の目的事項 

 報告事項 1.第103期 （ 平成22年４月１日から
平成23年３月31日まで ）事業報告および計算書類報告の件（２～36頁） 

  2.第103期 （ 平成22年４月１日から
平成23年３月31日まで ）連結計算書類ならびに会計監査人および監 

 
   査役会の連結計算書類監査結果報告の件（37～57頁） 
  決議事項 
 第１号議案 剰余金の処分の件（58頁） 
 第２号議案 取締役９名選任の件（59～61頁） 
 第３号議案 監査役１名選任の件（62頁） 

以 上 
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 
◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願
い申しあげます。また、資源節約のため、この「招集ご通知」をご持参くださいますようお願い申し
あげます。 

◎当日は東日本大震災に伴う節電対応として、会場内の冷房を弱めに設定する予定でございますので、
株主の皆さまは軽装にてご出席くださいますようお願い申しあげます。 

◎招集通知添付書類ならびに株主総会参考書類の記載事項を修正する必要が生じた場合は、修正後の事
項を当行ホームページ（http://www.a-bank.jp/）に掲載いたしますのでご了承ください。 
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 添 付 書 類 
 

第103期 (平成22年４月１日から
平成23年３月31日まで) 事業報告

 

1. 当行の現況に関する事項 

 (1) 企業集団の事業の経過および成果等 
 （主要な事業内容） 
  当行グループは当行および子会社・子法人等６社で構成され、銀行業務を中心にリース

業務などの金融サービスに係る事業を行っております。なお、子会社・子法人等６社はす
べて連結対象としております。 

 イ．銀行業務部門 
   当行は本店のほか支店94か店、出張所10か店において、預金業務、貸出業務、商品有

価証券売買業務、有価証券投資業務、内国為替業務、外国為替業務、社債受託・登録業
務および付帯業務を行っており、グループの中心的部門と位置づけております。また、
子会社２社においては、不動産管理・賃貸業務、事務代行業務等を行っており、主に銀
行業務の周辺業務を担っております。 

 ロ．リース業務部門 
   子法人等１社においては、リース業務等を行っております。 
 ハ．その他の業務部門 
   子法人等３社においては、クレジットカード業務、住宅ローンの保証業務等を行って

おります。 
 
 当行グループの事業系統図 

 

注 前期において子法人等でありましたあおぎんコンピュータサービス株式会社は、平成22年10

月27日開催の臨時株主総会において解散の決議をし、平成23年２月23日付をもって清算結了の

ため除外いたしました。 
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 （金融経済環境） 

  平成22年度の国内経済は、前年度の緩やかな回復基調から一転し、欧米諸国の経済不安

等を背景に為替相場が円高に振れ、上半期は日経平均株価が一時8,800円台まで低下するな

ど、景気下振れリスクを抱えたままでの踊り場状態が続きました。新興国経済の発展や各

種政策効果などにより、大企業の企業収益は改善傾向を維持し、また中小企業金融円滑化

法が奏功し企業倒産は減少いたしましたが、国内の需要低迷が続き企業収益の本格的な回

復までには至りませんでした。また個人分野では、エコポイントや減税の効果により個人

消費や住宅建設などで一時的に持ち直しの動きも見られましたが、失業率は依然として高

い水準で推移いたしました。このような状況の中、平成23年３月11日に東日本を襲った大

地震の被害は、各企業の決算に直接的にも間接的にも影響を与えるものと予想されます。 

  一方、青森県経済は、震災前までは厳しい状況の中にも持ち直しの動きが見られました。

内需の弱さを反映して素材関連の生産が低水準で推移した一方で、新興国の需要拡大等を

受け電気機械や鉄鋼関連の生産が高水準で推移いたしました。設備投資は、大型投資の一

巡に加え需要の先行き不透明感から抑制傾向が続きましたが、新興国需要等を受けて一部

で投資を上積みする動きも見られました。収益面は、原材料価格の上昇と販売価格の下落

による下押し圧力が強い中で、生産稼働率の持ち直しとコスト削減により若干改善いたし

ました。また、有効求人倍率は依然として低い水準ではありますが、改善傾向が続きまし

た。雇用・所得環境の厳しさが緩和されつつあることを受けて、個人消費については大型

小売店売上が前年を上回ったほか、住宅投資も前年を上回って推移いたしました。 

  平成22年12月の東北新幹線全線開業や平成23年３月の新型車両「はやぶさ」導入により、

観光関連業種を中心に徐々にその効果が表れてくるなど、今後に向けた明るい材料がよう

やく出揃い始めたところでしたが、このたびの大震災で青森県内も太平洋側を中心に被害

を受け、経済的損失は免れ得ない状況となりました。 

 

 （事業の経過および成果） 

  以上のような経営環境の中で、株主の皆さまをはじめ、お取引先各位のご支援のもと、

役職員が一体となって経営基盤の拡充・強化に努めてまいりました結果、当行グループの

当年度事業成績は、連結経常収益538億18百万円、連結経常利益51億51百万円、連結当期純

利益23億96百万円となりました。 

  事業の種類別セグメントの業績は、次のとおりであります。 

  イ．銀行業務部門 

    平成22年度は、第13次中期経営計画「アクティブ・チェンジ」(平成22年４月～平成

25年３月）の初年度として、｢調達基盤強化を軸とした収益力の向上」｢生産性の向

上」｢人材育成の強化」｢産業育成・企業支援」を基本戦略に掲げ、資金量拡大による

成長モデルの構築と生産性の向上による強い経営体質への転換に向けた取組みに努め

てまいりました。 

    ｢調達基盤の強化」への対応として、年金取引や給与振込契約等、預金取引の基盤と
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なる契約の増強を図りつつ、商品内容の充実により資金量拡大に取組んでまいりまし

た。 

    一方、｢収益力の向上」のため、法人のお客さまへの取組みとしては、日本銀行の 

｢成長基盤強化を支援するための資金供給制度」を活用した「あおぎん成長ファンド」

を創設し、成長分野への積極的な資金供給を図るとともに、お客さまの経営課題等を

共有し、その解決に向けた情報提供や提案活動を行う「ソリューションチーム」を県

内３地区へ配置する等、お客さまとの接点を深化させるための態勢を整備してまいり

ました。 

    個人のお客さまへの取組みとしては、資産運用ニーズへの対応として投資信託や保

険商品のラインナップの充実を図りつつ、提案型営業の強化に向け、｢マネーカウンセ

ラー」を戦略的に配置いたしました。また、資金調達ニーズへの対応として、新型フ

リーローンを発売する等、お客さまの幅広いニーズへの対応が可能となるよう商品ラ

インナップの充実を図ったほか、ローン相談特化店舗である「ローンプラザ」の機能

強化にも努めてまいりました。 

    また、フィービジネスの強化に向け、キャッシュカード一体型クレジットカードの

発行を開始するとともに、県内３地区へ保険商品の専門担当者を配置し、企業向け保

険等の提案強化を図ってまいりました。 

    ｢生産性の向上」への対応として、店舗統廃合の推進や営業店業務の再構築による営

業担当人員の再配置、営業店に対する本部支援機能の強化や各種専門担当者の県内３

地区への重点配置等による営業力強化を図りつつ、投資案件の厳格化等による経営資

源の有効活用および経費の削減に努めてまいりました。また、｢人材育成の強化」に向

け、行内資格「マネーカウンセラー」の増員・育成強化を継続したほか、アグリビジ

ネスへのサポート充実に向けた「農業経営アドバイザー」資格取得者の拡充に努めて

まいりました。 

    ｢産業育成・企業支援」への対応として、地域企業の活性化に向けた、取引先のビジ

ネスチャンス創出をサポートする商談会の開催、｢食」関連業者の事業拡大支援に向け

た「アグリパートナーセミナー」の開催のほか、事業承継などの経営課題解決に向け

た外部専門家との提携等、お客さまサポートの充実を図りました。また、中小企業や

個人事業主等のお客さまに対する資金繰支援や返済条件の緩和等、金融円滑化に向け

た取組みを継続し、経営改善支援に向けた取組み先数も拡大しております。 

    その他の取組みとしては、従業員持株ＥＳＯＰ信託の導入に合わせ、取得株式総数

4,500千株、取得価額総額900百万円を上限とした自己株式の取得を平成23年２月より

進めたほか、お客さま接点の一層の深化を目的に、中期経営計画に掲げる県内三市の

重点地区に「地区統括役員」を配置し、本部と連携した営業店支援の充実と地域にお

ける人材および機能補完による「面」での対応力強化を図る体制を整備いたしました。 

    また、東北地方および関東地方の一部太平洋沿岸部を中心に、広域かつ甚大な被害

をもたらした「東日本大震災」への対応としては、被災者支援に向けた休日営業や、

通帳・印鑑等を喪失したお客さまへの「特例払戻」対応等、金融インフラの維持に努
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めたほか、｢地震被災者救済制度融資」の取扱いを開始するとともに、災害復旧支援チ

ームや相談専用特別窓口を設置する等、被災者支援に向けた対応を図ってまいりまし

た。併せて、被災地の復興支援のため、青森県および県内二市二町に対し総額１億５

千万円の義援金を寄贈しております。 

    このように、平成22年度は第13次中期経営計画の初年度として、４つの基本戦略に

対する取組みを強化しつつ、お客さまに対する金融サービスの継続的な提供、および

お客さま接点の一層の強化に努めてまいりました結果、当行の業績は次のようになり

ました。 

    預金につきましては、個人預金が引き続き好調に推移いたしましたことから、期末

残高は期中157億円増加して、２兆546億円となりました。また譲渡性預金を含めた総

預金は、期中487億円増加して、２兆1,141億円となりました。 

    貸出金につきましては、主に法人向け貸出が増加したことにより、期末残高は期中

43億円増加して、１兆3,879億円となりました。 

    有価証券につきましては、運用資産の効率化を図る一方で、市場動向を注視し適切

な運用に努めました結果、国内債券を中心に期中1,313億円増加して、期末残高は

7,746億円となりました。 

    損益面につきましては、経常収益は利回り低下により貸出金利息等が減少したほか、

有価証券売却益の減少等により、前期比13億58百万円減少の423億30百万円となりまし

た。一方、経常費用は資金調達費用の減少および営業経費の削減等により、前期比26

億19百万円減少の379億81百万円となりました。この結果、経常利益は前期比12億62百

万円増益の43億49百万円となり、当期純利益は前期比２億22百万円増益の23億44百万

円となりました。 

  ロ．リース業務部門 

    リース業務の経常収益は、リース資産の減少等により、前期比２億81百万円減少し

て、57億92百万円となりました。一方、セグメント利益はリース原価等が減少した結

果、前期比22百万円増加して、３億54百万円となりました。 

  ハ．その他の業務部門 

    その他の業務の経常収益は、前期比４億88百万円減少して、71億19百万円となりま

した。一方、セグメント利益は与信費用の減少により前期比１億８百万円増加して、

４億70百万円となりました。 

 

 （対処すべき課題） 

  平成23年３月11日に発生した「東日本大震災」は、東日本全体における電力需給の逼迫

と併せ、企業の生産活動低下や雇用環境の悪化、個人消費の低迷等をもたらし、地域経済

へ未だ大きな爪痕を遺しております。 

  このような中、地域金融機関においては地域金融の中心的担い手として、地域の復興支
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援に努めていくことが強く求められております。 

  当行は、地域に対する資金供給が十分可能な財務基盤を確保しております。地域の復

興・再生が当行の果たすべき使命であり、これまで以上に金融機能の発揮に努め、被災し

た地場産業の復興をいち早く成し遂げるとともに、東北地方全体の復興に向けた取組みに

も尽力してまいります。 

  当行グループは、これからもお客さまから選ばれ続ける「強い」金融機関を目指し、地

域やお客さまとの接点を一層深化させるとともに、コンサルティング機能の強化に向けた

人材の育成に努め、地域の震災復興支援や第13次中期経営計画を力強く実践しながら、お

客さまとともに成長を続ける企業を目指してまいります。 

  株主の皆さまにはより積極的な情報開示を行うとともに、経営の透明性向上に努めてま

いりますので、一層のご支援、ご愛顧を賜りますようお願い申しあげます。 

 

 (2) 企業集団および当行の財産および損益の状況 
 イ．企業集団の財産および損益の状況 （単位：億円）
 

 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 

連 結 経 常 収 益 
百万円

64,747 
百万円

58,980 
百万円

55,481 
百万円 

53,818 

連 結 経 常 利 益 
(△は連結経常損失) 

百万円

4,163 
百万円

△14,914 
百万円

3,831 
百万円 

5,151 

連 結 当 期 純 利 益 
(△は連結当期純損失) 

百万円

1,321 
百万円

△13,431 
百万円

2,195 
百万円 

2,396 

連 結 純 資 産 額 866 670 862 860 

連 結 総 資 産 21,408 21,626 22,237 23,175 

 
 注 記載金額は、単位未満を切り捨てて表示しております。 
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 ロ．当行の財産および損益の状況 （単位：億円）
 

 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 

預 金 19,196 19,568 20,389 20,546 

 定 期 性 預 金 9,622 9,846 10,280 10,140 

 そ の 他 9,573 9,722 10,109 10,405 

社 債 200 200 200 200 

貸 出 金 13,908 14,121 13,836 13,879 

 個 人 向 け 2,848 2,878 2,864 2,834 

 中 小 企 業 向 け 5,379 5,002 4,705 4,594 

 そ の 他 5,680 6,241 6,266 6,451 

商 品 有 価 証 券 7 6 5 4 

有 価 証 券  5,984  5,831 6,433 7,746 

 国 債 1,660 2,002 2,665 3,389 

 そ の 他 4,323 3,828 3,767 4,357 

総 資 産 21,124 21,414 22,055 23,004 

内 国 為 替 取 扱 高 149,049 142,161 149,178 150,511 

外 国 為 替 取 扱 高 
百万ドル

510 
百万ドル

574 
百万ドル

697 
百万ドル 

615 

経 常 利 益 
(△ は 経 常 損 失) 

百万円

3,626 
百万円

△14,006 
百万円

3,087 
百万円 

4,349 

当 期 純 利 益 
(△ は 当 期 純 損 失) 

百万円

1,267 
百万円

△13,212 
百万円

2,122 
百万円 

2,344 

１株当たりの当期純利益 
(△は１株当たりの当期純損失) 

円 銭 

7 21 
円 銭 

△75 23 
円 銭 

11 14 
円 銭 

11 17 

 
注 1. 記載金額は、単位未満を切り捨てて表示しております。 

2. １株当たりの当期純利益（または１株当たりの当期純損失）は、当期純利益（または当

期純損失）を期中の平均発行済株式数（自己株式数を控除した株式数）で除して算出して

おります。 
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 (3) 企業集団の使用人の状況 
 イ．企業集団における使用人数 
 

当  年  度  末 前  年  度  末 
 

銀行業務 
銀行周辺
業 務

リ ー ス
業 務

その他の
業 務

銀行業務
銀行周辺
業 務

リ ー ス 
業 務 

その他の 
業 務 

使 用 人 数 1,477人 61人 15人  41人 1,505人 44人 15人  86人 
  

 注 使用人数には、臨時雇員および嘱託は含まれておりません。なお、在籍者数で記載しており

ます。 

 

 ロ．当行の使用人の状況 
 

 当  年  度  末 前  年  度  末 

使 用 人 数 1,477人 1,505人 

平 均 年 齢 41年 １月 40年 ８月 

平 均 勤 続 年 数 19年 ６月 19年 ２月 

平 均 給 与 月 額 391千円 396千円 
 

注 1. 平均年齢、平均勤続年数、平均給与月額は、それぞれ単位未満を切り捨てて表示してお

ります。 

2. 使用人数には、臨時雇員および嘱託は含まれておりません。なお、在籍者数で記載して

おります。 

3. 平均給与月額は、時間外勤務手当等を含み賞与を除く３月中の平均給与月額であります。 

 

 (4) 企業集団の主要な営業所等の状況 
 イ．銀行業務 

  ① 営業所数の推移 
 

 当  年  度  末 前  年  度  末 
店 うち出張所 店 うち出張所 

青  森  県 96 (  10 ) 102 (  9 ) 

秋  田  県 2 (  ― ) 2 (  ― ) 

北  海  道 4 (  ― ) 4 (  ― ) 

東  京  都 1 (  ― ) 1 (  ― ) 

宮  城  県 1 (  ― ) 1 (  ― ) 

岩  手  県 1 (  ― ) 1 (  ― ) 

合    計 105 (  10 ) 111 （  9 ） 
 

 注 上記のほか、当年度末において店舗外現金自動設備を276か所（前年度末265か所）設置して

おります。 
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  ② 当年度新設営業所 
 

営業所名 所  在  地 

白銀支店岬白銀出張所 青森県八戸市白銀台四丁目１番地１ 

十和田支店十和田西出張所 青森県十和田市西二十一番町13番８号 

むつ支店大畑出張所 青森県むつ市大畑町新町84番地 

注 1. 平成22年10月１日をもって、白銀支店岬白銀出張所は岬白銀支店より出張所へ、十和田

支店十和田西出張所は十和田西支店より出張所へ、また、むつ支店大畑出張所は大畑支店

より出張所へ、それぞれ種類変更しております。 

  2. 平成22年９月13日をもって今別支店および川内支店を、平成22年11月８日をもって造道

支店および本町支店を、また、平成23年３月14日をもって八重田支店県病出張所および類

家支店八戸市民病院出張所を、それぞれ廃止いたしました。 

  3. 上記のほか、当年度において次の店舗外現金自動設備を新設いたしました。 

○ 店舗外現金自動設備（２か所） 

 ・マエダガーラモール店（青森市) ・新青森駅（青森市） 

○ 株式会社イーネット提携店舗外現金自動設備（14か所） 

 

 ロ．銀行周辺業務、リース業務およびその他の業務 
 

 当  年  度  末 前  年  度  末 

銀行周辺業務 青森県 3 店 青森県 2 店 

青銀甲田株式会社 青森県 1  青森県 1  

青 銀 ビ ジ ネ ス 
サービス株式会社 

青森県 2
 

青森県 1 
 

リース業務 青森県 5 店 青森県 5 店 

あ お ぎ ん リ ー ス 
株 式 会 社 

青森県 5
 

青森県 5 
 

その他の業務 青森県 3 店 青森県 4 店 

あおぎんディーシー 
カ ー ド 株 式 会 社 

青森県 1
 

青森県 1 
 

あおぎんクレジット 
カ ー ド 株 式 会 社 

青森県 1
 

青森県 1 
 

あおぎんコンピュータ 
サービス株式会社 

― 青森県 1 
 

あ お ぎ ん 信 用 
保 証 株 式 会 社 

青森県 1
 

青森県 1 
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 (5) 企業集団の設備投資の状況 
 イ．設備投資の総額 （単位：百万円）
 

事 業 セ グ メ ン ト 金      額 

銀 行 業 務 1,040 

リ ー ス 業 務 26 

そ の 他 の 業 務 12 

合       計 1,079 

注 記載金額は、単位未満を切り捨てて表示しております。 

 
 
 ロ．重要な設備の新設等 （単位：百万円）
 

事業セグメント 内   容 金   額 

銀 行 業 務 店舗改修等 96 

 事務機器等 417 

 ソフトウェア 409 

合     計  923 

注 記載金額は、単位未満を切り捨てて表示しております。 
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 (6) 重要な親会社および子会社等の状況 

 イ．親会社の状況 
   当行は、親会社を有しておりません。 
 
 ロ．子会社等の状況 
 

会  社  名 所 在 地 主 要 業 務 内 容 
設 立
年月日

資本金
当行が有する 
子 会 社 等 の 
議 決 権 比 率 

その他 

青 銀 甲 田 
株 式 会 社 

青森市古川一丁
目16番16号 

不 動 産 賃 貸 業 務
昭和38年
３月１日

百万円

10
％ 

100.00 ― 

青 銀 ビ ジ ネ ス 
サービス株式会社 

青森市橋本一丁
目５番18号 

銀 行 事 務 代 行 業 務
昭和63年
４月１日

20 100.00  ― 

あおぎんディーシー
カ ー ド 株 式 会 社 

青森市新町二丁
目２番７号 

クレジットカード業務
昭和60年
７月23日

20 5.00  ― 

あ お ぎ ん リ ー ス 
株 式 会 社 

青森市古川一丁
目16番16号 

各種機械器具の賃貸
昭和60年
10月５日

60 5.00  ― 

あおぎんクレジット 
カ ー ド 株 式 会 社 

青森市古川一丁
目16番16号 

クレジットカード業務
平成２年
11月28日

36 4.16  ― 

あ お ぎ ん 信 用 
保 証 株 式 会 社 

青森市古川一丁
目16番16号 

住 宅 ロ ー ン の
信 用 保 証 業 務

昭和55年
１月25日

30 2.50  ― 

 
 注 1. 上記の６社はすべて連結対象としております。 

   2. 議決権比率は小数点第３位以下を切り捨てて表示しております。 

   3. 当期の連結経常収益は53,818百万円、連結当期純利益は2,396百万円となりました。 

   4. 前期において子法人等でありましたあおぎんコンピュータサービス株式会社は、平成22年

10月27日開催の臨時株主総会において解散の決議をし、平成23年２月23日付をもって清算結

了のため除外いたしました。 
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重要な業務提携の概況 
 
1. 地方銀行63行の提携により、現金自動設備の相互利用による現金自動引出しのサービス 

(略称ＡＣＳ）を行っております。 
 
2. 地方銀行63行と都市銀行、信託銀行、第二地方銀行協会加盟行、信用金庫、信用組合、

系統農協・信漁連（農林中金、信連を含む)、労働金庫との提携により、現金自動設備の相

互利用による現金自動引出し等のサービス（略称ＭＩＣＳ）を行っております。 
 
3. 地銀ネットワークサービス株式会社（地方銀行63行の共同出資会社、略称ＣＮＳ）にお

いて、データ伝送の方法により取引先企業との間の総合振込・口座振替・入出金取引明細

等各種データの授受のサービス等を行っております。 
 
4. 株式会社ゆうちょ銀行との提携により、現金自動設備の相互利用による現金自動引出し

および現金自動預入れのサービスを行っております。 
 
5. 株式会社セブン銀行との提携により、コンビニエンスストア等の店舗内に設置した同行

の現金自動設備による現金自動引出しおよび現金自動預入れのサービスを行っております。 
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2. 会社役員（取締役および監査役）に関する事項  

 (1) 会社役員の状況  

 （年度末現在) 

氏     名 地位および担当 重 要 な 兼 職 その他 

加 福 善 貞 取 締 役 頭 取
(代 表 取 締 役)

  

浜 谷   哲 取 締 役 副 頭 取
(代 表 取 締 役)

  

高屋敷   正 常 務 取 締 役   

内 藤   敦 常 務 取 締 役   

菊 地 直 光 常 務 取 締 役   

佐々木   亨 常 務 取 締 役
(本店営業部長)

  

安 達 尚 二 取 締 役
(営業統括部長)

  

須 藤 光 昭 取 締 役
(審 査 部 長)

  

林   光 男 取 締 役
(社 外 取 締 役)

青森三菱電機機器販売株式会社
代表取締役社長 
株式会社シンク 
代表取締役社長 
青森商工会議所会頭 
青森県商工会議所連合会会長 

 

杉 田   浩 常 勤 監 査 役   

田 中 憲 一 監 査 役   

大 沢 一 實 監 査 役
(社 外 監 査 役)

弁護士法人たいよう総合法律
経済事務所代表社員 

 

七尾 三郎兵衛 監 査 役
(社 外 監 査 役)

東洋建物管理株式会社 
代表取締役社長 

 

清 藤 哲 夫 監 査 役
(社 外 監 査 役)

株式会社弘前公益社 
代表取締役社長 
アップルウェーブ株式会社 
代表取締役社長 
株式会社ゆうネット弘前 
代表取締役社長 

 

 
注 1. 取締役林 光男氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。 

2. 監査役大沢一實氏、七尾三郎兵衛氏および清藤哲夫氏は、会社法第２条第16号に定める
社外監査役であります。 
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3. 当事業年度中に退任した取締役および監査役は次のとおりであります。 
（氏   名） （退任時の地位および担当） （退任年月日）
林   誠 二 常務取締役 平成22年６月25日
井 畑 明 男 取締役相談役 平成22年６月25日
杉 田   浩 取締役（監査部長） 平成22年６月25日
山 形   博 取締役（システム部長） 平成22年６月25日
菊 地 直 光 常勤監査役 平成22年６月25日

    なお、常勤監査役菊地直光氏は、辞任による退任であります。 
    また、平成22年６月25日付をもって菊地直光氏は常務取締役に就任し、杉田浩氏は常勤

監査役に就任しております。 

 

 (2) 会社役員に対する報酬等 
（単位：百万円） 

 

区     分 支 給 人 数 報  酬  等 

取 締 役 13名 172(49) 

監 査 役 6名 32( 1) 

計 19名 204(51) 
 

注 1. 記載金額は、単位未満を切り捨てて表示しております。 

  2. 上記には、平成22年６月25日開催の第102期定時株主総会終結の時をもって退任した取

締役４名および辞任した監査役１名を含んでおります。 

    なお、菊地直光氏は、第102期定時株主総会において監査役を辞任した後、取締役に就

任し、また杉田浩氏は、第102期定時株主総会において取締役を退任した後、監査役に就

任したため、支給人数および報酬等の金額について取締役期間は取締役に、監査役期間は

監査役に含めて記載しております。 

  3. 平成18年６月29日開催の第98期定時株主総会決議により定められた報酬等の限度額（使

用人兼務取締役の使用人分給与を除く｡）は、年額252百万円（取締役216百万円、監査役

36百万円）であります。また、上記取締役の報酬等の限度額とは別に、平成22年６月25日

開催の第102期定時株主総会決議により定められた株式報酬型ストックオプションとして

の報酬等の限度額は、年額40百万円であります。 

  4. 上記のほか、使用人兼務取締役の使用人分報酬等を次のとおり支給しております。 
取締役 ５名 36百万円

  5. 上記には、当事業年度に計上した役員賞与17百万円（取締役17百万円)、打切り支給に

伴う平成22年４月から６月に係る役員退職慰労金支給額５百万円（過年度引当金繰入額除

き、取締役４百万円、監査役０百万円)、役員退職慰労金未払金計上額11百万円（過年度

引当金繰入額除き、取締役11百万円、監査役０百万円)、株式報酬型ストックオプション

報酬額17百万円（取締役17百万円）を含めており、これらの額を括弧内に内書きしており

ます。 

  6. なお、平成22年６月25日開催の第102期定時株主総会決議に基づき、役員退職慰労金を

次のとおり支給しております。 

取締役 ４名 341百万円 （うち過年度引当金繰入額337百万円） 
監査役 １名 11百万円 （うち過年度引当金繰入額 10百万円） 
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3. 社外役員に関する事項 

 (1) 社外役員の兼職その他の状況 
  

氏   名 兼 職 そ の 他 の 状 況 

林   光 男 

青森三菱電機機器販売株式会社代表取締役社長 
株式会社シンク代表取締役社長 
青森商工会議所会頭 
青森県商工会議所連合会会長 

大 沢 一 實 弁護士法人たいよう総合法律経済事務所代表社員 

七 尾 三郎兵衛 東洋建物管理株式会社代表取締役社長 

清 藤 哲 夫 
株式会社弘前公益社代表取締役社長 
アップルウェーブ株式会社代表取締役社長 
株式会社ゆうネット弘前代表取締役社長 

 
注 上記に掲げる社外役員が業務執行取締役等を兼任している法人等と当行との間には、通常の

銀行取引があります。また、当行と弁護士法人たいよう総合法律経済事務所との間には顧問契

約があります。 

 

 (2) 社外役員の主な活動状況 
 

氏  名 在任期間 
取締役会および監査役会

への出席状況 
取締役会および監査役会に 

おける発言その他の活動状況 

林  光 男 ３年10月 
当期開催の取締役会15回
のうち９回に出席してお
ります。 

主に、会社経営者として
の立場から議案の審議に
必要な発言を適宜行って
おります。 

大 沢 一 實 ６年10月 

当期開催の取締役会15回
のうち13回に出席し、当
期開催の監査役会14回の
うち13回に出席しており
ます。 

主に、弁護士としての専
門的見地からの発言を行
っております。 

七 尾 三郎兵衛 ２年10月 

当期開催の取締役会15回
のうち13回に出席し、当
期開催の監査役会14回の
うち12回に出席しており
ます。 

主に、会社経営者として
の立場から議案の審議に
必要な発言を適宜行って
おります。 

清 藤 哲 夫 ２年10月 

当期開催の取締役会15回
のうち14回に出席し、当
期開催の監査役会14回の
すべてに出席しておりま
す。 

主に、会社経営者として
の立場から議案の審議に
必要な発言を適宜行って
おります。 
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 (3) 責任限定契約 
   当行は、会社法第427条第１項の規定により、社外取締役および社外監査役との間

に、同法第423条第１項に規定する社外取締役および社外監査役の損害賠償責任を限

定する契約を締結することができる旨を定款に定めております。 

   当行は、定款の規定に従い、社外取締役である林 光男氏および社外監査役である

大沢一實氏、七尾三郎兵衛氏ならびに清藤哲夫氏と、同法第425条第１項各号に定め

る額の合計額を賠償責任の限度額とする契約を締結しております。 

 

 (4) 社外役員に対する報酬等 
（単位：百万円） 

 

 支給人数 銀行からの報酬等 銀行の親会社等からの報酬等 

報酬等の合計 4名 13(0) ― 

 
注 1. 記載金額は、単位未満を切り捨てて表示しております。 

  2. 上記には、打切り支給に伴う平成22年４月から６月に係る役員退職慰労金未払金計上額

０百万円（過年度引当金繰入額除き、取締役０百万円、監査役０百万円）を含めており、

これらの額を括弧内に内書きしております。 
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4. 当行の株式に関する事項 

 (1) 株式数 発行可能株式総数 294,000千株

 発行済株式の総数 211,121千株

   

 (2) 当年度末株主数  18,662名

 
 (3) 大株主 
 

当行への出資状況 
株主の氏名又は名称 

持株数等 持株比率 

日 本 ト ラ ス テ ィ ・ サ ー ビ ス
信 託 銀 行 株 式 会 社 （ 信 託 口 )

   千株 

9,521 
   ％ 

4.56 

日 本 ト ラ ス テ ィ ・ サ ー ビ ス
信 託 銀 行 株 式 会 社 （ 信 託 口 ４ )

8,408 4.03 

日 本 興 亜 損 害 保 険 株 式 会 社 6,156 2.95 

日 本 生 命 保 険 相 互 会 社 5,301 2.54 

株 式 会 社 三 菱 東 京 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行 4,836 2.31 

明 治 安 田 生 命 保 険 相 互 会 社 4,769 2.28 

青 森 銀 行 職 員 持 株 会 4,118 1.97 

株式会社みずほコーポレート銀行 3,080 1.47 

日 本 マ ス タ ー ト ラ ス ト
信 託 銀 行 株 式 会 社 （ 信 託 口 )

2,541 1.21 

田 中 建 設 株 式 会 社 2,520 1.20 

 
注 1. 持株数等は千株未満を切り捨てて表示しております。 

2. 持株比率は小数点第３位以下を切り捨てて表示しております。 

3. 持株比率は持株数を発行済株式（自己株式を除く）の総数で除して算出しております。 
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5. 当行の新株予約権等に関する事項 

 (1) 事業年度の末日において当行の会社役員が有している当行の新株予約権等 
 

 新株予約権等の内容の概要 
新株予約権等を 
有する者の人数 

取締役 
(社外役員を除く) 

① 名称 
  株式会社青森銀行 第１回 新株予約権 
② 新株予約権の割当日 
  平成22年７月30日 
③ 新株予約権の数 
  1,362個 
④ 目的となる株式の種類および数 
  普通株式 136,200株 
⑤ 新株予約権の行使期間 
  平成22年７月31日から平成52年７月30日まで
⑥ 権利行使価額（１株当たり） 
  １円 
⑦ 権利行使についての主な条件 
  新株予約権者は、当行の取締役の地位を喪

失した日の翌日から10日間以内に限り、新株
予約権を行使することができる。 

８名 

社外取締役 ― ― 

監査役 ― ― 
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 (2) 事業年度中に使用人等に交付した当行の新株予約権等 
 

 新株予約権等の内容の概要 
新株予約権等を 
交付した者の人数 

執行役員 

① 名称 
  株式会社青森銀行 第１回 新株予約権 
② 新株予約権の割当日 
  平成22年７月30日 
③ 新株予約権の数 
  288個 
④ 目的となる株式の種類および数 
  普通株式 28,800株 
⑤ 新株予約権の行使期間 
  平成22年７月31日から平成52年７月30日ま

で 
⑥ 権利行使価額（１株当たり） 
  １円 
⑦ 権利行使についての主な条件 
  新株予約権者は、当行の執行役員の地位を

喪失した日の翌日から10日間以内に限り、新
株予約権を行使することができる。 

４名 
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6. 会計監査人に関する事項 

 (1) 会計監査人の状況 
（単位：百万円） 

 
氏名又は名称 当該事業年度に係る報酬等 その他 

新日本有限責任監査法人 

指定有限責任社員 岩 原 淳 一 

指定有限責任社員 植 村 文 雄 

指定有限責任社員 久保澤 和彦 

60 ― 

 
注 1. 記載金額は、単位未満を切り捨てて表示しております。 
  2. 当行と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基

づく監査の監査報酬の額を区分しておりませんので、上記報酬等の額には、これらの合計金
額を記載しております。 

  3. 当行、当行の子会社および子法人等が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額は66
百万円であります。 

 

 (2) 責任限定契約 
   該当事項はありません。 

 

 (3) 会計監査人に関するその他の事項 
   会計監査人の解任又は不再任の決定の方針 

   取締役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断し

た場合は監査役会の承認を得て、株主総会に会計監査人の解任または不再任の議案を提

出いたします。 
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7. 業務の適正を確保する体制 

内部統制システムの整備に関する基本方針 

会社法第362条第４項第６号および第５項に基づき、取締役の職務の執行が法令および

定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務の適正を確保するために

必要なものとして法務省令で定める体制の整備に関し、取締役会においてその基本方針と

して以下の８項目につき決議しております。 

(1) 取締役、執行役員、理事および職員等（以下「役職員等」という｡）の職務

の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制 
イ. 取締役会は、役職員等が法令等遵守の重要性を認識するとともに、反社会的勢力と

の関係遮断を含めた社会的規範を遵守し、その職務を遂行するため、｢青森銀行倫理

憲章」を定め、法令等遵守に関する基本方針および基準ならびに研修実施計画等を決

定し、周知徹底を図る。 

ロ. 取締役会は、法令等遵守に関する全行横断的な一元管理および必要な事項を審議、

決定、指示する「法令等遵守経営会議」を設置し、法令等遵守の徹底の実効性を確保

する。また、｢法令等遵守経営会議」は、審議事項等を取締役会に報告する。 

ハ. 法令等遵守に関する統括部署として、リスク統括部法務コンプライアンス室を設置

する他、各部店にはコンプライアンス担当責任者を置き、法令等遵守体制の整備およ

び維持を図る。必要に応じて各担当部署にて、規則・ガイドラインの策定および研修

を実施する。 

ニ. 取締役は、法令または定款に違反する重要な事実等を発見した場合は、すみやかに

監査役に報告する。 

ホ. 執行役員、理事および職員等は、組織的又は個人的な法令に反する行為等を発見し

た場合は、すみやかにコンプライアンス通報窓口に報告する。 

へ. 内部監査部署である監査部は、各部店における法令等の遵守状況について監査を実

施し､その結果を取締役会および監査役会に報告する。 

(2) 取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制 
取締役の職務の執行に係る情報については、文書管理に関する規程等を制定し､保存

および管理する。 

(3) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制 
イ. 当行は、当行の業務執行に係るリスクとして、以下①から④のリスクに分類し、管

理する。 

   ①信用リスク ②市場リスク ③流動性リスク ④オペレーショナル・リスク 

ロ. 取締役会は、リスク管理規程を定め､リスク管理に関する方針の決定ならびに統括

部署としてのリスク統括部および横断的組織としてのリスク管理委員会を設置し、リ

スクを管理する。 

ハ. 各リスクについては、リスク毎の管理規程等に定める担当部署が、リスクを管理す

る。 
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ニ. 監査部は、リスク管理体制の有効性について監査を実施し、その結果を取締役会お

よび監査役会に報告する。 

ホ. 不測の事態が発生した場合には、緊急事態対策委員会を設置し、適切かつ迅速な対

応策を審議・決定し、損害の拡大を防止する。 

(4) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 
イ. 取締役会は、役職員等の業務執行の基本となる中期経営計画を定めるとともに、事

業年度毎の経営計画を策定する。 

ロ. 取締役会は、組織および職制・分掌・権限に関する規程等を制定し､効率的に業務

を遂行する。 

ハ. 取締役は、業務執行状況について取締役会に報告する。 

(5) 当行およびグループ会社から成る企業集団における業務の適正を確保するた

めの体制 
イ. グループ会社の統括部署である総合企画部は、法令等遵守体制やリスク管理体制の

整備等内部統制システムの構築を目的に､グループ会社の運営に関する要領を制定し､

業務管理部署を定め､当行への協議および報告ならびにモニタリング等を実施する。 

ロ. グループ会社の役職員等が法令等違反に関する重要な事実を発見した場合には、リ

スク統括部に報告する。リスク統括部はすみやかに取締役および監査役に報告する。 

ハ. 監査部は、グループ会社の業務執行状況について監査を実施し、その結果を取締役

会および監査役会に報告する。 

(6) 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該

使用人に関する事項および所定の使用人の取締役からの独立性に関する事項 
イ. 監査役室を設置し、監査役の職務を補助する職員を配置することにより、有効な監

査役の監査を確保する。 

ロ. 監査役補助者は業務の執行にかかる役職を兼務せず、監査役の指揮命令下で職務を

遂行する。 

(7) 役職員等が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する

体制 
イ. 取締役は、法令等に違反する重要な事実または当行に著しい損害を及ぼすおそれの

ある事実があることを発見した場合には､監査役に必要な報告および情報を提供する。 

ロ. 監査役は、重要な意思決定の過程および業務の執行状況を把握するため、取締役会

の他、常務会や法令等遵守経営会議など重要な会議に出席できるものとし、必要に応

じて役職員等にその報告を求める。 

(8) その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制 
イ. 監査役会は、代表取締役と経営課題、監査上の重要課題等について定期的に意見交

換をする。 

ロ. 監査役は、会計監査人と会計監査内容について、定期的に意見および情報の交換を

行い、監査の実効性を確保する。 
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第103期末（平成23年３月31日現在）貸借対照表 
（単位：百万円） 

科     目 金   額 科     目 金   額 
 

（資 産 の 部） 
現 金 預 け 金 
現 金 
預 け 金 

買 入 金 銭 債 権 
商 品 有 価 証 券 
商 品 国 債 
商 品 地 方 債 

金 銭 の 信 託 
有 価 証 券 
国 債 
地 方 債 
社 債 
株 式 
そ の 他 の 証 券 

貸 出 金 
割 引 手 形 
手 形 貸 付 
証 書 貸 付 
当 座 貸 越 

外 国 為 替 
外 国 他 店 預 け 
買 入 外 国 為 替 

そ の 他 資 産 
前 払 費 用 
未 収 収 益 
先 物 取 引 差 入 証 拠 金 
金 融 派 生 商 品 
そ の 他 の 資 産 

有 形 固 定 資 産 
建 物 
土 地 
リ ー ス 資 産 
その他の有形固定資産 

無 形 固 定 資 産 
ソ フ ト ウ ェ ア 
リ ー ス 資 産 
その他の無形固定資産 

繰 延 税 金 資 産 
支 払 承 諾 見 返 
貸 倒 引 当 金 

91,328
38,502
52,825

286
431
381
50
566

774,687
338,977
190,699
154,017
25,435
65,558

1,387,938
5,224
75,237

1,171,957
135,518
2,697
2,697

0
7,795

4
4,049

28
0

3,713
22,756
7,691
12,611

851
1,600
2,152
1,943

37
171

7,859
16,624

△  14,695

 
（負 債 の 部） 

預 金
当 座 預 金
普 通 預 金
貯 蓄 預 金
通 知 預 金
定 期 預 金
定 期 積 金
そ の 他 の 預 金

譲 渡 性 預 金
コ ー ル マ ネ ー
借 用 金
借 入 金

外 国 為 替
売 渡 外 国 為 替
未 払 外 国 為 替

社 債
そ の 他 負 債
未 払 法 人 税 等
未 払 費 用
前 受 収 益
給 付 補 て ん 備 金
金 融 派 生 商 品
リ ー ス 債 務
そ の 他 の 負 債

賞 与 引 当 金
退 職 給 付 引 当 金
睡眠預金払戻損失引当金
再評価に係る繰延税金負債
支 払 承 諾
負  債  の  部  合  計

 
（ 純 資 産 の 部 ） 

資 本 金
資 本 剰 余 金
資 本 準 備 金

利 益 剰 余 金
利 益 準 備 金
そ の 他 利 益 剰 余 金
別 途 積 立 金
繰 越 利 益 剰 余 金

自 己 株 式
株 主 資 本 合 計
その他有価証券評価差額金
繰 延 ヘ ッ ジ 損 益
土 地 再 評 価 差 額 金
評価・換算差額等合計
新 株 予 約 権
純 資 産 の 部 合 計

 

 
 

2,054,603 
48,803 
922,366 
39,377 
3,516 

1,013,802 
219 

26,517 
59,550 
10,000 
46,000 
46,000 

18 
8 
9 

20,000 
7,702 

29 
1,835 

820 
0 

300 
973 

3,742 
618 

3,041 
416 

2,613 
16,624 

2,221,188 
 
 

19,562 
12,916 
12,916 
41,394 
6,646 
34,748 
31,000 
3,748 

△   869 
73,003 
4,258 

△   179 
2,133 
6,212 

23 
79,239 

 
資 産 の 部 合 計 2,300,428 負債及び純資産の部合計 2,300,428 
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第103期 ( 平成22年４月１日から
平成23年３月31日まで) 損益計算書

 
（単位：百万円） 

科        目 金        額 

経 常 収 益  42,330 
資 金 運 用 収 益 34,772  

貸 出 金 利 息 26,197  
有 価 証 券 利 息 配 当 金 8,312  
コ ー ル ロ ー ン 利 息 199  
買 現 先 利 息 53  
預 け 金 利 息 2  
そ の 他 の 受 入 利 息 6  

役 務 取 引 等 収 益 5,161  
受 入 為 替 手 数 料 1,503  
そ の 他 の 役 務 収 益 3,658  

そ の 他 業 務 収 益 1,366  
外 国 為 替 売 買 益 75  
商 品 有 価 証 券 売 買 益 4  
国 債 等 債 券 売 却 益 596  
国 債 等 債 券 償 還 益 690  

そ の 他 経 常 収 益 1,029  
株 式 等 売 却 益 551  
そ の 他 の 経 常 収 益 478

 
 

経   常   費   用  37,981 
資 金 調 達 費 用 3,047  

預 金 利 息 2,399  
譲 渡 性 預 金 利 息 97  
コ ー ル マ ネ ー 利 息 2  
借 用 金 利 息 15  
社 債 利 息 400  
金 利 ス ワ ッ プ 支 払 利 息 67  
そ の 他 の 支 払 利 息 64  

役 務 取 引 等 費 用 2,538  
支 払 為 替 手 数 料 350  
そ の 他 の 役 務 費 用 2,187  

そ の 他 業 務 費 用 23  
国 債 等 債 券 償 還 損 23  

営 業 経 費 26,577  
そ の 他 経 常 費 用 5,795  

貸 倒 引 当 金 繰 入 額 4,510  
貸 出 金 償 却 19  
株 式 等 売 却 損 887  
株 式 等 償 却 52  
そ の 他 の 経 常 費 用 325

 
 
 

経 常 利 益  4,349 
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（単位：百万円） 

科        目 金        額 

特 別 利 益  5 
固 定 資 産 処 分 益 2  
償 却 債 権 取 立 益 2

 
 

特 別 損 失  924 
固 定 資 産 処 分 損 115  
減 損 損 失 809

 
 
 

税 引 前 当 期 純 利 益  3,430 
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 42  
法 人 税 等 調 整 額 1,043  
法 人 税 等 合 計  1,085 

 
当 期 純 利 益  2,344 
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第103期 ( 平成22年４月１日から
平成23年３月31日まで) 株主資本等変動計算書 

 
（単位：百万円） 

科        目 金    額 科        目 金    額 
    

株主資本  利益剰余金合計  

資本金  前期末残高 40,109 

前期末残高 19,562 当期変動額  

当期変動額  剰余金の配当 △ 1,259 

当期変動額合計 ― 当期純利益 2,344 

当期末残高 19,562 自己株式の処分 0 

資本剰余金  土地再評価差額金の取崩 200 

資本準備金  当期変動額合計 1,285 

前期末残高 12,916 当期末残高 41,394 

当期変動額  自己株式  

当期変動額合計 ― 前期末残高 △  531 

当期末残高 12,916 当期変動額  

資本剰余金合計  自己株式の取得 △  339 

前期末残高 12,916 自己株式の処分 0 

当期変動額  当期変動額合計 △  338 

当期変動額合計 ― 当期末残高 △  869 

当期末残高 12,916 株主資本合計  

利益剰余金  前期末残高 72,056 

利益準備金  当期変動額  

前期末残高 6,461 剰余金の配当 △ 1,259 

当期変動額  当期純利益 2,344 

剰余金の配当 185 自己株式の取得 △  339 

当期変動額合計 185 自己株式の処分 0 

当期末残高 6,646 土地再評価差額金の取崩 200 

その他利益剰余金  当期変動額合計 946 

別途積立金  当期末残高 73,003 

前期末残高 30,500 評価・換算差額等  

当期変動額  その他有価証券評価差額金  

別途積立金の積立 500 前期末残高 5,569 

当期変動額合計 500 当期変動額  

当期末残高 31,000 株主資本以外の項目の当期変動額（純額) △ 1,310 

繰越利益剰余金  当期変動額合計 △ 1,310 

前期末残高 3,148 当期末残高 4,258 

当期変動額  繰延ヘッジ損益  

剰余金の配当 △ 1,444 前期末残高 △  153 

別途積立金の積立 △  500 当期変動額  

当期純利益 2,344 株主資本以外の項目の当期変動額（純額) △  25 

自己株式の処分 0 当期変動額合計 △  25 

土地再評価差額金の取崩 200 当期末残高 △  179 

当期変動額合計 600   

当期末残高 3,748   
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 （単位：百万円） 

科        目 金    額   
    

土地再評価差額金    

前期末残高 2,333   

当期変動額    

株主資本以外の項目の当期変動額（純額) △  200   

当期変動額合計 △  200   

当期末残高 2,133   

評価・換算差額等合計    

前期末残高 7,749   

当期変動額    

株主資本以外の項目の当期変動額（純額) △ 1,536   

当期変動額合計 △ 1,536   

当期末残高 6,212   

新株予約権    

前期末残高 ―   

当期変動額    

株主資本以外の項目の当期変動額（純額) 23   

当期変動額合計 23   

当期末残高 23   

純資産合計    

前期末残高 79,806   

当期変動額    

剰余金の配当 △ 1,259   

当期純利益 2,344   

自己株式の取得 △  339   

自己株式の処分 0   

土地再評価差額金の取崩 200   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額) △ 1,513   

当期変動額合計 △  566   

当期末残高 79,239   
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記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 

 

重要な会計方針 

1. 商品有価証券の評価基準及び評価方法 

商品有価証券の評価は、時価法（売却原価は移動平均法により算定）により行っております。 

2. 有価証券の評価基準及び評価方法 

(1) 有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法（定額法)、子会

社及び子法人等株式については移動平均法による原価法、その他有価証券のうち時価のあるものに

ついては決算日の市場価格等に基づく時価法（売却原価は移動平均法により算定)、時価を把握する

ことが極めて困難と認められるものについては移動平均法による原価法により行っております。 

なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。 

(2) 金銭の信託において信託財産を構成している有価証券の評価は、上記(1)と同じ方法により行って

おります。 

3. デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 

デリバティブ取引の評価は、時価法により行っております。 

4. 固定資産の減価償却の方法 

(1) 有形固定資産（リース資産を除く） 

有形固定資産は、定率法（ただし、平成10年４月１日以後に取得した建物（建物附属設備を除

く｡）については定額法）を採用しております。 

また、主な耐用年数は次のとおりであります。 

建 物  ３年～60年 

その他  ２年～20年 

(2) 無形固定資産（リース資産を除く） 

無形固定資産は、定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、

行内における利用可能期間（５年）に基づいて償却しております。 

(3) リース資産 

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る「有形固定資産」及び「無形固定資産」中のリー

ス資産は、リース期間を耐用年数とした定額法によっております。なお、残存価額については、リ

ース契約上に残価保証の取決めがあるものは当該残価保証額とし、それ以外のものは零としており

ます。 

5. 外貨建資産及び負債の本邦通貨への換算基準 

外貨建資産・負債は、決算日の為替相場による円換算額を付しております。 

6. 引当金の計上基準 

(1) 貸倒引当金 

貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。 

破産、特別清算等法的に経営破綻の事実が発生している債務者（以下「破綻先」という｡）に係る

債権及びそれと同等の状況にある債務者（以下「実質破綻先」という｡）に係る債権については、以

下のなお書きに記載されている直接減額後の帳簿価額から、担保の処分可能見込額及び保証による

回収可能見込額を控除し、その残額を計上しております。また、現在は経営破綻の状況にないが、

今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者に係る債権については、債権額から、担保

の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額のうち、債務者の支払能力を
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総合的に判断し必要と認める額を計上しております。上記以外の債権については、過去の一定期間

における貸倒実績から算出した貸倒実績率等に基づき計上しております。 

すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署が資産査定を実施し、当該部署か

ら独立した資産監査部署が査定結果を監査しており、その査定結果に基づいて上記の引当を行って

おります。 

なお、破綻先及び実質破綻先に対する担保・保証付債権等については、債権額から担保の評価額

及び保証による回収が可能と認められる額を控除した残額を取立不能見込額として債権額から直接

減額しており、その金額は20,953百万円であります。 

(2) 賞与引当金 

賞与引当金は、従業員への賞与の支払いに備えるため、従業員に対する賞与の支給見込額のうち、

当事業年度に帰属する額を計上しております。 

(3) 退職給付引当金 

退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年

金資産の見込額に基づき、必要額を計上しております。また、数理計算上の差異の費用処理方法は

以下のとおりであります。 

数理計算上の差異 各発生年度の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（12年）による定

額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から損益処理 

(4) 睡眠預金払戻損失引当金 

睡眠預金払戻損失引当金は、負債計上を中止した預金について、預金者からの払戻請求に備える

ため、将来の払戻請求に応じて発生する損失を見積り必要と認める額を計上しております。 

7. ヘッジ会計の方法 

(1) 金利リスク・ヘッジ 

金融資産・負債から生じる金利リスクに対するヘッジ会計の方法は、｢銀行業における金融商品会

計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第24号。

以下「業種別監査委員会報告第24号」という｡）に規定する繰延ヘッジによっております。ヘッジ有

効性評価の方法については、相場変動を相殺するヘッジについて、ヘッジ対象となる預金・貸出金

等とヘッジ手段である金利スワップ取引等を一定の（残存）期間毎にグルーピングのうえ特定し評

価しております。また、キャッシュ・フローを固定するヘッジについては、ヘッジ対象とヘッジ手

段の金利変動要素の相関関係の検証により有効性の評価をしております。 

(2) 為替変動リスク・ヘッジ 

外貨建金融資産・負債から生じる為替変動リスクに対するヘッジ会計の方法は、｢銀行業における

外貨建取引等の会計処理に関する会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協会業種別監査委員

会報告第25号。以下「業種別監査委員会報告第25号」という｡）に規定する繰延ヘッジによっており

ます。ヘッジ有効性評価の方法については、外貨建金銭債権債務等の為替変動リスクを減殺する目

的で行う通貨スワップ取引及び為替スワップ取引等をヘッジ手段とし、ヘッジ対象である外貨建金

銭債権債務等に見合うヘッジ手段の外貨ポジション相当額が存在することを確認することによりヘ

ッジの有効性を評価しております。 

8. 消費税等の会計処理 

消費税及び地方消費税（以下「消費税等」という｡）の会計処理は、税抜方式によっております。 

ただし、有形固定資産に係る控除対象外消費税等は当事業年度の費用に計上しております。 
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会計方針の変更 

 (資産除去債務に関する会計基準） 

当事業年度から「資産除去債務に関する会計基準」(企業会計基準第18号平成20年３月31日）及び ｢資

産除去債務に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第21号平成20年３月31日）を適用して

おります。 

なお、これによる計算書類に与える影響はありません。 

 

追加情報 

 (役員退職慰労金制度の廃止） 

当行は、平成22年５月14日開催の取締役会において、平成22年６月25日開催の定時株主総会終結の時

をもって役員退職慰労金制度を廃止することを決議し、同総会において退職慰労金の打切り支給議案が

承認されました。これに伴い、｢役員退職慰労引当金」を全額取崩し、当事業年度末現在の未払額295百

万円を「その他負債」中の「その他の負債」に計上しております。 

 

注記事項 

 (貸借対照表関係） 

1. 関係会社の株式総額    27百万円 

2. 貸出金のうち、破綻先債権額は2,122百万円、延滞債権額は35,330百万円であります。 

なお、破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由によ

り元本又は利息の取立て又は弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなかった貸出金（貸倒

償却を行った部分を除く。以下「未収利息不計上貸出金」という｡）のうち、法人税法施行令（昭和40

年政令第97号）第96条第１項第３号のイからホまでに掲げる事由又は同項第４号に規定する事由が生

じている貸出金であります。 

また、延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権及び債務者の経営再建又は支援

を図ることを目的として利息の支払を猶予した貸出金以外の貸出金であります。 

3. 貸出金のうち、３カ月以上延滞債権額は１百万円であります。 

なお、３カ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が、約定支払日の翌日から３月以上遅延して

いる貸出金で破綻先債権及び延滞債権に該当しないものであります。 

4. 貸出金のうち、貸出条件緩和債権額は4,583百万円であります。 

なお、貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、

利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破

綻先債権、延滞債権及び３カ月以上延滞債権に該当しないものであります。 

5. 破綻先債権額、延滞債権額、３カ月以上延滞債権額及び貸出条件緩和債権額の合計額は42,037百万

円であります。 

なお、上記 2.から 5.に掲げた債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。 

6. 手形割引は、業種別監査委員会報告第24号に基づき金融取引として処理しております。これにより

受け入れた商業手形は、売却又は（再）担保という方法で自由に処分できる権利を有しておりますが、

その額面金額は、5,224百万円であります。 
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7. 担保に供している資産は次のとおりであります。 

   担保に供している資産 

 有価証券 114,028百万円 

   担保資産に対応する債務 

 預金 6,956百万円 

 コールマネー 10,000百万円 

 借用金 36,000百万円 

上記のほか、為替決済等の取引の担保として有価証券71,091百万円を差し入れております。 

また、その他の資産のうち保証金は24百万円であります。 

8. 当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行の申し出を受け

た場合に、契約上規定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸付けることを

約する契約であります。これらの契約に係る融資未実行残高は337,698百万円であります。このうち原

契約期間が１年以内のもの又は任意の時期に無条件で取消可能なものが336,762百万円あります。 

なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行残高そのも

のが必ずしも当行の将来のキャッシュ・フローに影響を与えるものではありません。これらの契約の

多くには、金融情勢の変化、債権の保全及びその他相当の事由があるときは、当行が実行申し込みを

受けた融資の拒絶又は契約極度額の減額をすることができる旨の条項が付けられております。また、

契約時において必要に応じて不動産・有価証券等の担保を徴求するほか、契約後も定期的に（半年毎

に）予め定めている行内手続に基づき顧客の業況等を把握し、必要に応じて契約の見直し、与信保全

上の措置等を講じております。 

9. 土地の再評価に関する法律（平成10年３月31日公布法律第34号）に基づき、事業用の土地の再評価

を行い、評価差額については、当該評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」とし

て負債の部に計上し、これを控除した金額を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しており

ます。 

再評価を行った年月日 平成13年３月31日 

同法律第３条第３項に定める再評価の方法 

土地の再評価に関する法律施行令（平成10年３月31日公布政令第119号）第２条第４号に定める

地価税法（平成３年法律第69号）第16条に規定する地価税の課税価格の計算の基礎となる土地の

価格を算定するために国税庁長官が定めて公表した方法により算出した価格に基づいて、奥行価

格補正、側方路線影響加算、間口狭小補正等により合理的な調整を行って算出。 

同法律第10条に定める再評価を行った事業用土地の当事業年度末における時価の合計額と当該事

業用土地の再評価後の帳簿価額の合計額との差額    5,815百万円 

10．有形固定資産の減価償却累計額       31,906百万円 

11．有形固定資産の圧縮記帳額           1,385百万円 

12. 借入金には、他の債務よりも債務の履行が後順位である旨の特約が付された劣後特約付借入金

10,000百万円が含まれております。 

13. 社債は、劣後特約付社債であります。 

14. ｢有価証券」中の社債のうち、有価証券の私募（金融商品取引法第２条第３項）による社債に対する

当行の保証債務の額は5,240百万円であります。 

15．１株当たりの純資産額         379円79銭 

16．関係会社に対する金銭債権総額    12,735百万円 

17．関係会社に対する金銭債務総額    5,518百万円 
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 (損益計算書関係） 

1. 関係会社との取引による収益 

   資金運用取引に係る収益総額 222百万円

   役務取引等に係る収益総額 64百万円

   その他業務・その他経常取引に係る収益総額 52百万円

  関係会社との取引による費用 

   資金調達取引に係る費用総額 5百万円

   役務取引等に係る費用総額 423百万円

   その他業務・その他経常取引に係る費用総額 1,049百万円

2. １株当たり当期純利益金額 11円17銭

3. 当行は、減損損失の算定にあたり、営業用店舗については営業店単位（連携して営業を行っている

営業店グループは当該グループ単位）を基礎とする管理会計上の区分で、その他遊休施設等について

は、各々独立した単位でグルーピングを行っております。また、本部、事務センター、青森県内の社

宅・寮、厚生施設等については、独立したキャッシュ・フローを生み出さないことから、共用資産と

しております。 

  その結果、営業利益の減少によるキャッシュ・フローの低下及び継続的な地価の下落により、投資

額の回収が見込めなくなった資産について、以下のとおり減損損失を計上しております。 

地  域 主な用途 種  類 減損損失 

営業店舗 土地建物８か所 783百万円 
青森県内 

遊休資産 土地建物２か所 25百万円 

合計 809百万円 

（うち建物 401百万円)

（うち土地 407百万円)

  なお、資産グループの回収可能価額は、正味売却価額により測定しており、｢不動産鑑定評価基準」

(国土交通省平成14年７月３日改正）に準拠して評価した額から処分費用見込額を控除して算定してお

ります。 

4. 関連当事者との間の取引のうち、重要なものの内訳は以下のとおりであります。 

関係内容 

属性 名称 住所 
資本金又
は出資金
(百万円)

事業の 
内容 

議決権の
所有割合

(％) 
役員の 
兼任等 
(人) 

事業上 
の関係 

取引の 
内容 

取引金額 
(百万円) 

子法人等 

あ お ぎ ん
デ ィ ー シ
ー カ ー ド
株式会社 

青森県 
青森市 

20
クレジット
カード業務

5.0 0
各種ローン
の債務保証

被 債 務 保
証 

23,664 

子法人等 
あ お ぎ ん
信 用 保 証
株式会社 

青森県 
青森市 

30
住宅ローンの
信用保証業務

2.5 0
住宅ローン
の債務保証

被 債 務 保
証 

215,256 
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 (株主資本等変動計算書関係） 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 
（単位：千株) 

 
前事業年度末

株  式  数

当事業年度 

増加株式数 

当事業年度 

減少株式数 

当事業年度末 

株  式  数 
摘  要 

自己株式   

 普通株式 1,211 1,335 2 2,544 注１、２ 

  合 計 1,211 1,335 2 2,544  

 
注 1. 普通株式の自己株式の増加1,335千株のうち、1,319千株は定款の定めによる取締役会決議に

基づく買受による増加、また16千株は単元未満株式の買取による増加であります。 

2. 普通株式の自己株式の減少は、単元未満株式の売却による減少であります。 

 

(有価証券関係） 

 貸借対照表の「国債」｢地方債」｢社債」｢株式」｢その他の証券」のほか、｢商品有価証券」が含まれて

おります。 

1. 売買目的有価証券（平成23年３月31日現在） 

 
当事業年度の損益に含まれた 

評価差額（百万円） 

売買目的有価証券 1

 

2. 満期保有目的の債券（平成23年３月31日現在） 
 

 種 類 
貸借対照表計 
上額(百万円) 

時 価 
(百万円) 

差 額 
(百万円) 

社 債 6,130 6,242 111 

その他 5,114 5,196 81 

時価が貸借対照表

計上額を超えるも

の 小 計 11,244 11,438 193 

社 債 200 199 △0 

その他 5,611 5,557 △54 

時価が貸借対照表

計上額を超えない

もの 小 計 5,811 5,756 △54 

合 計 17,056 17,194 138 

 

3. 子会社・子法人等株式及び関連法人等株式（平成23年３月31日現在） 
 

 
貸借対照表計 
上額(百万円) 

時 価 
(百万円) 

差 額 
(百万円) 

子会社・子法人等株式 ― ― ― 

関連法人等株式 ― ― ― 

合 計 ― ― ― 
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注 時価を把握することが極めて困難と認められる子会社・子法人等株式及び関連法人等株式 
 

 
貸借対照表計 
上額(百万円) 

子会社・子法人等株式 27

関連法人等株式 ―

合 計 27

 これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることか

ら、｢子会社・子法人等株式及び関連法人等株式」には含めておりません。 

 

4. その他有価証券（平成23年３月31日現在） 
 

 種 類 
貸借対照表計 
上額(百万円) 

取得原価 
(百万円) 

差 額 
(百万円) 

株 式 4,042 3,379 663 

債 券 546,191 534,266 11,924 

 国 債 270,457 264,238 6,218 

 地 方 債 167,536 163,726 3,810 

 社 債 108,197 106,301 1,895 

その他 24,092 22,196 1,895 

 外国証券 20,267 18,744 1,523 

 そ の 他 3,824 3,451 372 

貸借対照表計上額

が取得原価を超え

るもの 

小 計 574,326 559,842 14,484 

株 式 19,778 24,014 △4,236 

債 券 131,171 132,109 △938 

 国 債 68,519 69,146 △627 

 地 方 債 23,162 23,295 △132 

 社 債 39,489 39,667 △178 

その他 30,438 32,598 △2,160 

 外国証券 15,437 15,591 △154 

 そ の 他 15,000 17,007 △2,006 

貸借対照表計上額

が取得原価を超え

ないもの 

小 計 181,388 188,723 △7,335 

合 計 755,714 748,565 7,148 
 

 

注 時価を把握することが極めて困難と認められるその他有価証券 
 

 
貸借対照表計 
上額(百万円) 

株 式 1,587

その他 301

合 計 1,889

 これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることか

ら、上表の「その他有価証券」には含めておりません。 
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5. 当事業年度中に売却した満期保有目的の債券（自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日） 

該当ありません。 

 

6. 当事業年度中に売却したその他有価証券（自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日） 

 
売却額 

（百万円） 
売却益の合計額 

(百万円) 
売却損の合計額 

(百万円) 

株 式 8,597 537 887 

債 券 91,827 270 ― 

 国 債 72,948 108 ― 

 地 方 債 18,878 162 ― 

その他 1,771 340 ― 

 外国証券 1,472 326 ― 

 そ の 他 299 14 ― 

合 計 102,196 1,148 887 

 
7. 減損処理を行った有価証券 

  有価証券（売買目的有価証券を除く｡）で時価のあるもののうち、当該有価証券の時価が取得原価に

比べて著しく下落しており、時価が取得原価まで回復する見込みがあると認められないものについて

は、当該時価をもって貸借対照表計上額とするとともに、評価差額を当事業年度の損失として処理

（以下「減損処理」という｡）しております。 

  当事業年度における減損処理額は、46百万円（株式）であります。 

  なお、当該有価証券の減損にあたっては、時価が取得原価に比べて50％以上下落したもの及び時価

が取得原価に比べて30％以上50％未満下落したものから時価の回復する見込みがあると認められる場

合を除いたものを減損処理の対象としております。 

 

(金銭の信託関係） 

1. 運用目的の金銭の信託（平成23年３月31日現在） 

  該当ありません。 

 

2. 満期保有目的の金銭の信託（平成23年３月31日現在） 
 

 

貸借対照表 

計上額 

(百万円) 

時 価 

(百万円) 

差 額 

(百万円) 

うち時価が 

貸借対照表 

計上額を 

超えるもの 

(百万円) 

うち時価が 

貸借対照表 

計上額を 

超えないもの 

(百万円) 

満期保有目的

の金銭の信託
566 566 ― ― ― 

 
注 1. 時価は、当事業年度末における市場価格等に基づいております。 

2. ｢うち時価が貸借対照表計上額を超えるもの」｢うち時価が貸借対照表計上額を超えないも

の」はそれぞれ「差額」の内訳であります。 
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3. その他の金銭の信託（運用目的及び満期保有目的以外）(平成23年３月31日現在） 

  該当ありません。 

 

(税効果会計関係） 

 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳は、それぞれ以下のとおりであります。 

  繰延税金資産 

 貸倒引当金 11,616百万円 

 退職給付引当金 1,227

 減価償却限度超過額 461

 賞与引当金 249

 有価証券償却 1,863

 未払事業税 11

 その他 877

繰延税金資産小計 16,307

評価性引当額 △ 5,558

繰延税金資産合計 10,749

繰延税金負債 

 その他有価証券評価差額金 △ 2,889

繰延税金負債合計 △ 2,889

繰延税金資産の純額 7,859百万円 
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連結計算書類の作成方針 

 子会社、子法人等の定義は、銀行法第２条第８項及び銀行法施行令第４条の２に基づいておりま

す。 

 

1. 連結の範囲に関する事項 

 (1) 連結される子会社及び子法人等    ６社 

青銀甲田株式会社 

青銀ビジネスサービス株式会社 

あおぎんディーシーカード株式会社 

あおぎんリース株式会社 

あおぎんクレジットカード株式会社 

あおぎん信用保証株式会社 

なお、あおぎんコンピュータサービス株式会社は、清算により除外しております。 

 

 (2) 非連結の子会社及び子法人等 

   該当ありません。 

 

2. 持分法の適用に関する事項 

該当ありません。 
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第103期末（平成23年３月31日現在）連結貸借対照表 
 

（単位：百万円） 

科     目 金    額 科     目 金   額 
 

（資 産 の 部） 

現 金 預 け 金 

買 入 金 銭 債 権 

商 品 有 価 証 券 

金 銭 の 信 託 

有 価 証 券 

貸 出 金 

外 国 為 替 

リース債権及びリース投資資産 

そ の 他 資 産 

有 形 固 定 資 産 

建 物 

土 地 

リ ー ス 資 産 

その他の有形固定資産 

無 形 固 定 資 産 

ソ フ ト ウ ェ ア 

その他の無形固定資産 

繰 延 税 金 資 産 

支 払 承 諾 見 返 

貸 倒 引 当 金 

91,767

286

431

566

774,783

1,378,693

2,697

12,161

23,410

23,416

7,980

12,854

144

2,436

2,204

2,024

180

8,670

16,624

△  18,168

 
（負 債 の 部） 

預 金

譲 渡 性 預 金

コールマネー及び売渡手形

借 用 金

外 国 為 替

社 債

そ の 他 負 債

賞 与 引 当 金

役 員 賞 与 引 当 金

退 職 給 付 引 当 金

役 員 退 職 慰 労 引 当 金

睡眠預金払戻損失引当金

再評価に係る繰延税金負債

支 払 承 諾

負 債 の 部 合 計

 

（純 資 産 の 部） 

資 本 金

資 本 剰 余 金

利 益 剰 余 金

自 己 株 式

株 主 資 本 合 計

その他有価証券評価差額金

繰 延 ヘ ッ ジ 損 益

土 地 再 評 価 差 額 金

その他の包括利益累計額合計

新 株 予 約 権

少 数 株 主 持 分

純 資 産 の 部 合 計
 

 
 

2,050,085 

58,550 

10,000 

57,050 

18 

20,000 

12,374 

635 

19 

3,103 

16 

416 

2,613 

16,624 

2,231,507 

 

 

19,562 

12,916 

42,549 

△   869 

74,158 

4,259 

△   179 

2,133 

6,213 

23 

5,643 

86,039 

資 産 の 部 合 計 2,317,546 負債及び純資産の部合計 2,317,546 
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第103期 ( 平成22年４月１日から
平成23年３月31日まで) 連結損益計算書 

 
（単位：百万円） 

科        目 金        額 

経 常 収 益  53,818 
資 金 運 用 収 益 34,797  

貸 出 金 利 息 26,229  
有 価 証 券 利 息 配 当 金 8,306  
コールローン利息及び買入手形利息 199  
買 現 先 利 息 53  
預 け 金 利 息 2  
そ の 他 の 受 入 利 息 6  

役 務 取 引 等 収 益 5,097  
そ の 他 業 務 収 益 1,366  
そ の 他 経 常 収 益 12,556

 
 

経 常 費 用  48,667 
資 金 調 達 費 用 3,191  

預 金 利 息 2,393  
譲 渡 性 預 金 利 息 97  
コールマネー利息及び売渡手形利息 2  
借 用 金 利 息 166  
社 債 利 息 400  
そ の 他 の 支 払 利 息 131  

役 務 取 引 等 費 用 2,114  
そ の 他 業 務 費 用 23  
営 業 経 費 25,528  
そ の 他 経 常 費 用 17,809  

貸 倒 引 当 金 繰 入 額 4,657  
そ の 他 の 経 常 費 用 13,151

 
 
 

経 常 利 益  5,151 
特 別 利 益  11 

固 定 資 産 処 分 益 2  
償 却 債 権 取 立 益 9

 
 

特 別 損 失  925 
固 定 資 産 処 分 損 116  
減 損 損 失 809

 
 
 

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益  4,237 
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 268  
法 人 税 等 調 整 額 1,152  
法 人 税 等 合 計  1,420 

 
少数株主損益調整前当期純利益  2,817 
少 数 株 主 利 益  420 

 
当 期 純 利 益  2,396 
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第103期 (平成22年４月１日から
平成23年３月31日まで) 連結株主資本等変動計算書 

 
（単位：百万円） 

科        目 金    額 科        目 金    額 
    

株主資本  その他の包括利益累計額  

資本金  その他有価証券評価差額金  

前期末残高 19,562 前期末残高 5,570 

当期変動額  当期変動額  

当期変動額合計 ― 株主資本以外の項目の当期変動額（純額) △ 1,311 

当期末残高 19,562 当期変動額合計 △ 1,311 

資本剰余金  当期末残高 4,259 

前期末残高 12,916 繰延ヘッジ損益  

当期変動額  前期末残高 △  153 

当期変動額合計 ― 当期変動額  

当期末残高 12,916 株主資本以外の項目の当期変動額（純額) △  25 

利益剰余金  当期変動額合計 △  25 

前期末残高 41,211 当期末残高 △  179 

当期変動額  土地再評価差額金  

剰余金の配当 △ 1,259 前期末残高 2,333 

当期純利益 2,396 当期変動額  

自己株式の処分 0 株主資本以外の項目の当期変動額（純額) △  200 

土地再評価差額金の取崩 200 当期変動額合計 △  200 

当期変動額合計 1,337 当期末残高 2,133 

当期末残高 42,549 その他の包括利益累計額合計  

自己株式  前期末残高 7,750 

前期末残高 △  531 当期変動額  

当期変動額  株主資本以外の項目の当期変動額（純額) △ 1,537 

自己株式の取得 △  339 当期変動額合計 △ 1,537 

自己株式の処分 0 当期末残高 6,213 

当期変動額合計 △  338 新株予約権  

当期末残高 △  869 前期末残高 ― 

株主資本合計  当期変動額  

前期末残高 73,159 株主資本以外の項目の当期変動額（純額) 23 

当期変動額  当期変動額合計 23 

剰余金の配当 △ 1,259 当期末残高 23 

当期純利益 2,396 少数株主持分  

自己株式の取得 △  339 前期末残高 5,371 

自己株式の処分 0 当期変動額  

土地再評価差額金の取崩 200 株主資本以外の項目の当期変動額（純額) 272 

当期変動額合計 999 当期変動額合計 272 

当期末残高 74,158 当期末残高 5,643 
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（単位：百万円） 

科        目 金    額 
  

純資産合計  

前期末残高 86,281 

当期変動額  

剰余金の配当 △ 1,259 

当期純利益 2,396 

自己株式の取得 △  339 

自己株式の処分 0 

土地再評価差額金の取崩 200 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額) △ 1,241 

当期変動額合計 △  242 

当期末残高 86,039 
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記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 
 
会計処理基準に関する事項 

1. 商品有価証券の評価基準及び評価方法 

商品有価証券の評価は、時価法（売却原価は移動平均法により算定）により行っております。 

2. 有価証券の評価基準及び評価方法 

(1) 有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法（定額法)、そ

の他有価証券のうち時価のあるものについては連結決算日の市場価格等に基づく時価法（売却原価

は移動平均法により算定)、時価を把握することが極めて困難と認められるものについては移動平

均法による原価法により行っております。 

  なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。 

(2) 金銭の信託において信託財産を構成している有価証券の評価は、上記(1)と同じ方法により行っ

ております。 

3. デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 

デリバティブ取引の評価は、時価法により行っております。 

4. 減価償却の方法 

(1) 有形固定資産（リース資産を除く） 

当行の有形固定資産は、定率法（ただし、平成10年４月１日以後に取得した建物（建物附属設備

を除く｡）については定額法）を採用しております。 

また、主な耐用年数は次のとおりであります。 

建 物  ３年～60年 

その他  ２年～20年 

連結される子会社及び子法人等の有形固定資産については、資産の見積耐用年数に基づき、主と

して定額法により償却しております。 

(2) 無形固定資産（リース資産を除く） 

無形固定資産は、定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、

当行並びに連結される子会社及び子法人等で定める利用可能期間（５年）に基づいて償却しており

ます。 

(3) リース資産 

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る「有形固定資産」中のリース資産は、リース期間

を耐用年数とした定額法によっております。なお、残存価額については、リース契約上に残価保証

の取決めがあるものは当該残価保証額とし、それ以外のものは零としております。 

5. 貸倒引当金の計上基準 

当行の貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。 

破産、特別清算等法的に経営破綻の事実が発生している債務者（以下「破綻先」という｡）に係る

債権及びそれと同等の状況にある債務者（以下「実質破綻先」という｡）に係る債権については、以

下のなお書きに記載されている直接減額後の帳簿価額から、担保の処分可能見込額及び保証による

回収可能見込額を控除し、その残額を計上しております。また、現在は経営破綻の状況にないが、

今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者（以下「破綻懸念先」という｡）に係る債権

については、債権額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残

額のうち、債務者の支払能力を総合的に判断し必要と認める額を計上しております。 

上記以外の債権については、過去の一定期間における貸倒実績から算出した貸倒実績率等に基づ
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き計上しております。 

すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署が資産査定を実施し、当該部署か

ら独立した資産監査部署が査定結果を監査しており、その査定結果に基づいて上記の引当を行って

おります。 

なお、破綻先及び実質破綻先に対する担保・保証付債権等については、債権額から担保の評価額

及び保証による回収が可能と認められる額を控除した残額を取立不能見込額として債権額から直接

減額しており、その金額は20,953百万円であります。 

連結される子会社及び子法人等の貸倒引当金は、一般債権については過去の貸倒実績率等を勘案

して必要と認めた額を、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収

不能見込額をそれぞれ引き当てております。 

6. 賞与引当金の計上基準 

賞与引当金は、従業員への賞与の支払いに備えるため、従業員に対する賞与の支給見込額のうち、

当連結会計年度に帰属する額を計上しております。 

7. 役員賞与引当金の計上基準 

役員賞与引当金は、役員への賞与の支払いに備えるため、役員に対する賞与の支給見込額のうち、

当連結会計年度に帰属する額を計上しております。 

8. 退職給付引当金の計上基準 

退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退職給付債務及

び年金資産の見込額に基づき、必要額を計上しております。また、数理計算上の差異の費用処理方

法は以下のとおりであります。 

数理計算上の差異 各連結会計年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（12

年）による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌連結会計年度か

ら損益処理 

9. 役員退職慰労引当金の計上基準 

連結される子会社及び子法人等の役員退職慰労引当金は、役員への退職慰労金の支払いに備える

ため、役員に対する退職慰労金の支給見積額のうち、当連結会計年度末までに発生していると認め

られる額を計上しております。 

10. 睡眠預金払戻損失引当金の計上基準 

睡眠預金払戻損失引当金は、負債計上を中止した預金について、預金者からの払戻請求に備える

ため、将来の払戻請求に応じて発生する損失を見積り必要と認める額を計上しております。 

11. 外貨建資産・負債の換算基準 

当行の外貨建資産・負債は、連結決算日の為替相場による円換算額を付しております。 

連結される子会社及び子法人等の外貨建資産・負債については、それぞれの決算日等の為替相場

により換算しております。 

12. 重要なヘッジ会計の方法 

(1) 金利リスク・ヘッジ 

当行の金融資産・負債から生じる金利リスクに対するヘッジ会計の方法は、｢銀行業における金

融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協会業種別監査委員会

報告第24号。以下「業種別監査委員会報告第24号」という｡）に規定する繰延ヘッジによっており

ます。ヘッジ有効性評価の方法については、相場変動を相殺するヘッジについて、ヘッジ対象と

なる預金・貸出金等とヘッジ手段である金利スワップ取引等を一定の（残存）期間毎にグルーピ

ングのうえ特定し評価しております。また、キャッシュ・フローを固定するヘッジについては、
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ヘッジ対象とヘッジ手段の金利変動要素の相関関係の検証により有効性の評価をしております。 

(2) 為替変動リスク・ヘッジ 

当行の外貨建金融資産・負債から生じる為替変動リスクに対するヘッジ会計の方法は、｢銀行業

における外貨建取引等の会計処理に関する会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協会業種

別監査委員会報告第25号。以下「業種別監査委員会報告第25号」という｡）に規定する繰延ヘッジ

によっております。ヘッジ有効性評価の方法については、外貨建金銭債権債務等の為替変動リス

クを減殺する目的で行う通貨スワップ取引及び為替スワップ取引等をヘッジ手段とし、ヘッジ対

象である外貨建金銭債権債務等に見合うヘッジ手段の外貨ポジション相当額が存在することを確

認することによりヘッジの有効性を評価しております。 

13. 消費税等の会計処理 

当行並びに連結される子会社及び子法人等の消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によ

っております。 

 

連結計算書類作成のための基本となる重要な事項の変更 

（資産除去債務に関する会計基準） 

当連結会計年度から「資産除去債務に関する会計基準」(企業会計基準第18号平成20年３月31日）及び 

｢資産除去債務に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第21号平成20年３月31日）を適用

しております。 

なお、これによる連結計算書類に与える影響はありません。 

 

表示方法の変更 

（連結貸借対照表及び連結株主資本等変動計算書関係） 

｢銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令」(内閣府令第５号平成23年３月25日）により改正され

た「銀行法施行規則」(昭和57年大蔵省令第10号）別紙様式を適用し、前連結会計年度における ｢評価・

換算差額等」は当連結会計年度から「その他の包括利益累計額」として表示しております。 

 

（連結損益計算書関係） 

当連結会計年度から「銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令」(内閣府令第41号平成22年９月21

日）により改正された「銀行法施行規則」(昭和57年大蔵省令第10号）別紙様式を適用し、｢少数株主損

益調整前当期純利益」を表示しております。 

 

追加情報 

（役員退職慰労金制度の廃止） 

当行は、平成22年５月14日開催の取締役会において、平成22年６月25日開催の定時株主総会終結の時

をもって役員退職慰労金制度を廃止することを決議し、同総会において退職慰労金の打切り支給議案が

承認されました。これに伴い、｢役員退職慰労引当金」を全額取崩し、当連結会計年度末現在の未払額

295百万円を「その他負債」に計上しております。 

なお、連結される子会社及び子法人等においては、従来どおり、役員に対する退職慰労金の支給見積

額のうち、当連結会計年度末において発生していると認められる額を「役員退職慰労引当金」に計上し

ております。 
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注記事項 

（連結貸借対照表関係） 

1. 貸出金のうち、破綻先債権額は2,680百万円、延滞債権額は36,589百万円であります。 

 なお、破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由によ

り元本又は利息の取立て又は弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなかった貸出金（貸倒

償却を行った部分を除く。以下「未収利息不計上貸出金」という｡）のうち、法人税法施行令（昭和40

年政令第97号）第96条第１項第３号のイからホまでに掲げる事由又は同項第４号に規定する事由が生

じている貸出金であります。 

 また、延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権及び債務者の経営再建又は支援

を図ることを目的として利息の支払を猶予した貸出金以外の貸出金であります。 

2. 貸出金のうち、３カ月以上延滞債権額は１百万円であります。 

 なお、３カ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が、約定支払日の翌日から３月以上遅延して

いる貸出金で破綻先債権及び延滞債権に該当しないものであります。 

3. 貸出金のうち、貸出条件緩和債権額は4,768百万円であります。 

 なお、貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、

利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破

綻先債権、延滞債権及び３カ月以上延滞債権に該当しないものであります。 

4. 破綻先債権額、延滞債権額、３カ月以上延滞債権額及び貸出条件緩和債権額の合計額は44,039百万

円であります。 

 なお、上記 1.から 4.に掲げた債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。 

5. 手形割引は、業種別監査委員会報告第24号に基づき金融取引として処理しております。これにより

受け入れた商業手形は、売却又は（再）担保という方法で自由に処分できる権利を有しておりますが、

その額面金額は、5,224百万円であります。 

6. 担保に供している資産は次のとおりであります。 

   担保に供している資産 

    有価証券           114,028百万円 

    リース債権及びリース投資資産  1,544百万円 

   担保資産に対応する債務 

    預金                6,956百万円 

    コールマネー         10,000百万円 

    借用金                       37,340百万円 

  上記のほか、為替決済等の取引の担保として有価証券71,091百万円を差し入れております。 

  また、その他資産のうち先物取引差入証拠金は28百万円、保証金は74百万円であります。 

7. 当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行の申し出を受け

た場合に、契約上規定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸付けることを

約する契約であります。これらの契約に係る融資未実行残高は359,907百万円であります。このうち原

契約期間が１年以内のもの又は任意の時期に無条件で取消可能なものが358,971百万円あります。 

 なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行残高そのも

のが必ずしも当行並びに連結される子会社及び子法人等の将来のキャッシュ・フローに影響を与える
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ものではありません。これらの契約の多くには、金融情勢の変化、債権の保全及びその他相当の事由

があるときは、当行並びに連結される子会社及び子法人等が実行申し込みを受けた融資の拒絶又は契

約極度額の減額をすることができる旨の条項が付けられております。また、契約時において必要に応

じて不動産・有価証券等の担保を徴求するほか、契約後も定期的に（半年毎に）予め定めている行内 

(社内）手続に基づき顧客の業況等を把握し、必要に応じて契約の見直し、与信保全上の措置等を講じ

ております。 

8. 有形固定資産の減価償却累計額       34,983百万円 

9. 有形固定資産の圧縮記帳額           1,385百万円 

10. ｢有価証券」中の社債のうち、有価証券の私募（金融商品取引法第２条第３項）による社債に対する

保証債務の額は5,240百万円であります。 

11. １株当たりの純資産額          385円33銭 

 

（連結損益計算書関係） 

1. ｢その他の経常費用」には、貸出金償却220百万円及び株式等売却損887百万円を含んでおります。 

2. １株当たり当期純利益金額        11円41銭 

3. 当行は、減損損失の算定にあたり、営業用店舗については営業店単位（連携して営業を行っている

営業店グループは当該グループ単位）を基礎とする管理会計上の区分で、その他遊休施設等について

は、各々独立した単位でグルーピングを行っております。また、本部、事務センター、青森県内の社

宅・寮、厚生施設等については、独立したキャッシュ・フローを生み出さないことから、共用資産と

しております。 

  その結果、営業利益の減少によるキャッシュ・フローの低下及び継続的な地価の下落により、投資

額の回収が見込めなくなった資産について、以下のとおり減損損失を計上しております。 

地  域 主な用途 種  類 減損損失 

営業店舗 土地建物８か所 783百万円 
青森県内 

遊休資産 土地建物２か所 25百万円 

合計 809百万円 

（うち建物 401百万円)

（うち土地 407百万円)

  なお、資産グループの回収可能価額は、正味売却価額により測定しており、｢不動産鑑定評価基準」 

(国土交通省平成14年７月３日改正）に準拠して評価した額から処分費用見込額を控除して算定してお

ります。 

 



〆≠●0 
02_0008901102306.doc 
㈱青森銀行様 招集 2011/05/18 22:04印刷 25/35 
 

( 47 ) 

（連結株主資本等変動計算書関係） 

1. 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 
（単位：千株) 

 
前 連 結 会 計

年 度 末 株 式 数

当 連 結 会 計

年度増加株式数

当 連 結 会 計

年度減少株式数

当 連 結 会 計 

年 度 末 株 式 数 
摘 要 

発行済株式   

 普通株式 211,121 ― ― 211,121  

  合 計 211,121 ― ― 211,121  

自己株式   

 普通株式 1,211 1,335 2 2,544 注１、２ 

  合 計 1,211 1,335 2 2,544  

 
注 1. 普通株式の自己株式の増加1,335千株のうち、1,319千株は定款の定めによる取締役会決議に

基づく買受による増加、また16千株は単元未満株式の買取による増加であります。 

2. 普通株式の自己株式の減少は、単元未満株式の売却による減少であります。 

 

2. 新株予約権に関する事項 
 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 

区 分 
新株予約権

の内訳 

新株予約権の

目的となる株

式の種類 
前連結会計

年度末 

当連結会計

年度増加

当連結会計

年度減少

当連結会計

年度末 

当連結会計 

年度末残高 

（百万円） 

摘 要 

当 行 

ストック・

オプション

としての新

株予約権 

― 23  

合 計 ― 23  
 
 

3. 配当に関する事項 

(1) 当連結会計年度中の配当金支払額 
 

 

（決 議） 
株式の種類 

配当金の 

総額 

１株当たり

配 当 額
基準日 効力発生日 

平成22年６月25日 

定時株主総会 
普通株式 629百万円 3.0円 平成22年３月31日 平成22年６月28日 

平成22年11月12日 

取締役会 
普通株式 629百万円 3.0円 平成22年９月30日 平成22年12月10日 

合   計 1,259百万円   
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(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が当連結会計年度の末日後とな

るもの 

平成23年６月24日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり

提案しております。 

 ① 配当金の総額 625百万円

 ② １株当たり配当額 3.0円

 ③ 基準日 平成23年３月31日

 ④ 効力発生日 平成23年６月27日

なお、配当原資は、利益剰余金とする予定としております。 

 

（金融商品関係） 

1. 金融商品の状況に関する事項 

(1) 金融商品に対する取組方針 

当行グループは、銀行業務を中心に、リース業務、クレジットカード業務など金融サービスに係

る事業を行っており、個人・法人向けの貸出債権、リース債権、投資有価証券などの金融資産を保

有する一方、預金の受入や、社債の発行、債権流動化による直接金融、銀行借入などの間接金融に

よる資金調達のため、金融負債を有しております。 

このように主として金利の変動を伴う金融資産及び金融負債を有しているため、当行では、資産

及び負債の総合的管理（ＡＬＭ）を行い、その一環としてデリバティブ取引を行っております。 

また、為替変動リスクを有する外貨建債券などの外貨建資産や、外貨預金などの外貨建負債の為

替変動リスク回避のためのデリバティブ取引や、短期的な売買差益を獲得する目的（トレーディン

グ）のデリバティブ取引を行っております。 

(2) 金融商品の内容及びそのリスク 

当行グループが保有する金融資産は、主として国内の取引先及び個人に対する貸出金であり、顧

客の契約不履行によってもたらされる信用リスクや、金利の変動リスクに晒されております。当期

の連結決算日現在における貸出金のうち、大半は青森県内向けのものであり、青森県の経済環境等

の状況変化により、契約条件に従った債務履行がなされない可能性があります。 

また、投資有価証券は、主に債券、株式、投資信託であり、売買目的、満期保有目的、純投資目

的及び政策投資目的で保有しております。これらは、発行体の信用リスク及び金利の変動リスク、

市場価格の変動リスクに晒されております。また、外貨建金融商品は、為替の変動リスクにも晒さ

れております。 

借入金、社債及び短期金融市場からの資金調達などは、一定の環境の下で当行グループが市場を

利用できなくなる場合など、支払期日にその支払いを実行できなくなる流動性リスクに晒されてお

ります。 

当行グループが行っているデリバティブ取引には、ＡＬＭの一環で行っている金利スワップ取引、

当行が保有する資産に関わるリスクのヘッジ目的の通貨スワップ取引や外国為替予約取引、顧客の

ニーズにこたえるため取引先と行う外国為替予約取引、収益確保や短期的な売買差益を獲得する目

的の債券先物取引があります。 

当行では、ＡＬＭの一環で行っている金利スワップ取引をヘッジ手段として、ヘッジ対象である

貸出金に関わる金利の変動リスクに対してヘッジ会計を適用しております。これらのヘッジ開始時

から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動を比較し、両者の変
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動を基礎にして、ヘッジの有効性を評価しております。 

また、為替の変動リスクを回避するための通貨スワップ取引をヘッジ手段として、ヘッジ対象で

ある外貨建金銭債権債務等の為替の変動リスクに対してヘッジ会計を適用しております。ヘッジ対

象である外貨建金銭債権等に見合うヘッジ手段の外貨ポジション相当額が存在することを確認する

ことによりヘッジの有効性を評価しております。 

当行が利用しているデリバティブ取引は、市場リスク及び信用リスクを内包しております。市場

リスクとは金利、有価証券などの価格、為替等、市場のリスクファクターの変動により保有するポ

ジションの価値が変動し損失を被るリスクであり、信用リスクとは相手方の債務不履行等により保

有しているポジションの価値が減少・消失し、損失を被るリスクであります。なお、当行は信用度

の高い金融機関のみを取引相手としてデリバティブ取引を行っており、信用リスクはほとんどない

と判断しております。 

(3) 金融商品に係るリスク管理体制 

① 信用リスクの管理 

当行グループは、当行のクレジットポリシー及び信用リスク管理規程等に従い、貸出金につい

て、個別案件ごとの与信審査、与信限度額、信用情報管理、内部格付、保証や担保の設定、問題

債権への対応など与信管理に関する体制を整備し運営しております。これらの与信管理は、各営

業店のほか審査部により行われ、また必要に応じて常務会や取締役会を開催し、審議・報告を行

っております。さらに自己査定の状況については、監査部が監査をしております。 

有価証券の発行体の信用リスク及びデリバティブ取引のカウンターパーティーリスクに関して

は、市場国際部及びリスク統括部において、信用情報や時価の把握を定期的に行うことで管理し

ております。 

② 市場リスクの管理 

当行グループは、当行のＡＬＭによって金利の変動リスクを管理しております。市場リスク管

理規程等において、リスク管理方法や手続き等の詳細を明記しており、ＡＬＭ委員会において、

実施状況の把握・確認、今後の対応等の協議を行い、常務会に報告しております。日常的にはリ

スク統括部において金融資産及び負債の金利の期間を総合的に把握し、ギャップ分析や金利感応

度分析、ＶａＲ（バリュー・アット・リスク）等の手法を用いてモニタリングを行い、四半期ご

とにＡＬＭ委員会、常務会、取締役会に報告しております。なお、ＡＬＭの一環として、金利の

変動リスクをヘッジするための金利スワップのデリバティブ取引も行っております。 

当行では、為替の変動リスクに関して、持高の実質ネットポジション管理をしております。 

有価証券投資に係る価格変動リスクについては、市場リスク管理規程に基づき、一定の保有期

間と信頼区間に基づくＶａＲを計測し、そのリスク量が自己資本の一定額に収まっているかを把

握し管理しております。これらの情報はリスク統括部を通じて、経営者に対し報告しております。 

｢有価証券」｢貸出金」｢預金」に係るＶａＲの算定に当たっては、分散共分散法（保有期間３ヶ

月、信頼区間99％、観測期間１年）を採用しており、平成23年３月31日（当連結会計年度の決算

日）現在における当行の市場リスク量（損失額の推計値）は、全体で12,488百万円であります。 

なお、当行では有価証券に関するＶａＲについて、モデルが算出するＶａＲと実際の損益を比

較するバックテスティングを実施しております。当連結会計年度に関して実施したバックテステ

ィングの結果、使用する計測モデルは相応に市場リスクを捕捉しているものと考えております。 

ただし、ＶａＲは過去の相場変動をベースに統計的に算出した一定の発生確率での市場リスク
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量を計測しており、通常では考えられないほど市場環境が激変する状況下におけるリスクは捕捉

できない場合があります。 

③ 資金調達に係る流動性リスクの管理 

当行グループでは、資金調達手段の多様化、市場環境を考慮した長短の調達バランスの調整な

どによって、流動性リスクを管理しております。 

(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定され

た価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異

なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 

 

2. 金融商品の時価等に関する事項 

  平成23年３月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額は、次のとおりでありま

す。なお、重要性が乏しいと判断されるもの及び時価を把握することが極めて困難と認められる非上

場株式等は、次表には含めておりません。 
（単位：百万円) 

 
連結貸借対 

照表計上額 
時  価 差  額 

(1) 現金預け金 91,767 91,767 ―  

(2) 有価証券  

  満期保有目的の債券 17,056 17,194 138 

  その他有価証券 755,804 755,804 ― 

(3) 貸出金  1,378,693   

   貸倒引当金(*1)  △15,293  

 1,363,400 1,374,528 11,128  

資産計 2,228,028 2,239,295 11,267  

(1) 預金 2,050,085 2,051,317 1,232  

(2) 譲渡性預金 58,550 58,550 ―  

(3) 借用金 57,050 57,050 ―  

負債計 2,165,685 2,166,917 1,232  

デリバティブ取引(*2)  

 ヘッジ会計が適用されていないもの 0 0 ―  

 ヘッジ会計が適用されているもの (300) (300) ―  

デリバティブ取引計 (300) (300) ―  

 
(*1) 貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。 

(*2) その他資産・負債に計上しているデリバティブ取引を一括して表示しております。 

   デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債

務となる項目については、( ）で表示しております。 
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(注１）金融商品の時価の算定方法 

資 産 

(1) 現金預け金 

  満期のない預け金については、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時

価としております。満期のある預け金については、残存期間が短期間（１年以内）であり、時

価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 

(2) 有価証券 

  株式は取引所の価格、債券は取引所の価格又は取引金融機関から提示された価格によってお

ります。投資信託は、公表されている基準価額によっております。 

  自行保証付私募債は、保証形式及び内部格付、期間に基づく区分ごとに、元利金の合計額を

同様の新規発行を行った場合に想定される利率で割り引いて時価を算定しております。 

  売手と買手の希望する価格差が著しく大きい変動利付国債の時価については、昨今の市場環

境を踏まえた検討の結果、引続き市場価格を時価とみなせない状態にあると判断し、当連結会

計年度末においては、合理的に算定された価額をもって連結貸借対照表計上額としております。

これにより、市場価格をもって連結貸借対照表計上額とした場合に比べ、｢有価証券」は2,168

百万円増加、｢繰延税金資産」は874百万円減少、｢その他有価証券評価差額金」は1,293百万円

増加しております。 

  なお、変動利付国債の合理的に算定された価額は、国債の利回り等から見積もった将来キャ

ッシュ・フローを、同利回りに基づく割引率を用いて割り引くことにより算定しており、国債

の利回り及び同利回りのボラティリティが主な価格決定変数であります。 

(3) 貸出金 

  貸出金のうち、変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映するため、貸出先の信用状

態が実行後大きく異なっていない限り、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価

額を時価としております。固定金利によるものは、貸出金の種類及び内部格付、保全率、期間

に基づく区分ごとに、元利金の合計額を同様の新規貸出を行った場合に想定される利率で割り

引いて時価を算定しております。なお、残存期間が短期間（１年以内）のものは、時価は帳簿

価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 

  また、破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先に対する債権等については、担保及び保証による

回収見込額等に基づいて貸倒見積高を算定しているため、時価は連結決算日における連結貸借

対照表価額から現在の貸倒見積高を控除した金額に近似しており、当該価額を時価としており

ます。 

  貸出金のうち、当該貸出を担保資産の範囲内に限るなどの特性により、返済期限を設けてい

ないものについては、返済見込期間及び金利条件等から、時価は帳簿価額と近似しているもの

と想定されるため、帳簿価額を時価としております。 

 

負 債 

(1) 預金、及び(2) 譲渡性預金 

  要求払預金については、連結決算日に要求された場合の支払額（帳簿価額）を時価とみなし

ております。また、定期預金の時価は、一定の期間ごとに区分して、将来のキャッシュ･フロ

ーを割り引いて現在価値を算定しております。その割引率は、新規に預金を受け入れる際に使

用する利率を用いております。なお、残存期間が短期間（１年以内）のものは、時価は帳簿価

額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 

(3) 借用金 

  残存期間が短期間（１年以内）のものは、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳

簿価額を時価としております。残存期間が１年超のものは、重要性が乏しいと判断し、当該帳

簿価額を時価としております。 
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デリバティブ取引 

 デリバティブ取引は、金利関連取引（金利先物、金利オプション、金利スワップ等)、通貨関

連取引（通貨先物、通貨オプション、通貨スワップ等)、債券関連取引（債券先物、債券先物オ

プション等）であり、取引所の価格、割引現在価値やオプション価格計算モデル等により算出し

た価額によっております。 

 

(注２) 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品は次のとおりであり、金融商品の

時価情報の「資産(2) その他有価証券」には含まれておりません。 
（単位：百万円) 

区  分 連結貸借対照表計上額 

① 非上場株式(*1) (*2) 1,619  

② 非上場外国株式(*1) 0  

③ 組合出資金(*3) 293 

④ その他 8 

合  計 1,923  

 
(*1) 非上場株式及び非上場外国株式については、市場価格がなく、時価を把握することが

極めて困難と認められることから時価開示の対象とはしておりません。 

(*2) 当連結会計年度において、非上場株式について６百万円減損処理を行っております。 

(*3) 組合出資金のうち、組合財産が非上場株式など時価を把握することが極めて困難と認

められるもので構成されているものについては、時価開示の対象とはしておりません。 

 

(注３) 金銭債権及び満期のある有価証券の連結決算日後の償還予定額 
（単位：百万円) 

 １年以内 
１年超 

５年以内 

５年超 

10年以内 
10年超 

預け金 53,264 ― ―  ―  

有価証券(*1) 66,661 279,623 316,407  63,359  

 満期保有目的の債券 1,025 4,235 955  10,839  

 その他有価証券のうち満期があるもの 65,636 275,387 315,452  52,519  

貸出金(*2) 301,083 516,819 291,685  166,850  

合  計  421,009 796,442  608,093  230,209  
 

(*1) 有価証券は、元本についての償還予定額を記載しているため、連結貸借対照表計上額

とは一致しておりません。 

(*2) 貸出金のうち、破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先に対する債権等、償還予定額が見

込めない41,823百万円、期間の定めのないもの60,479百万円は含めておりません。 
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(注４) 社債、借用金及びその他の有利子負債の連結決算日後の返済予定額 
（単位：百万円) 

 １年以内 
１年超 

５年以内 

５年超 

10年以内 
10年超 

預金(*) 1,899,274 148,036 2,774  ―  

譲渡性預金 58,550 ― ―  ―  

借用金 41,330  5,720 ―  10,000  

社債 20,000 ― ―  ―  

合  計 2,019,154 153,756 2,774  10,000  
 

(*) 預金のうち、要求払預金等については、｢１年以内」に含めて開示しております。 

 
（ストック・オプション等関係） 

1. ストック・オプションに係る当連結会計年度における費用計上額及び科目名 

営業経費    23百万円 

 

2. ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況 

 (1) ストック・オプションの内容 
 

 平成22年ストック・オプション 

付与対象者の区分および人数 当行取締役８名及び当行執行役員４名 

株式の種類別のストック・オプションの付与数 注 当行普通株式 165,000株 

付与日 平成22年７月30日 

権利確定条件 権利確定条件は定めていない 

対象勤務期間 対象勤務期間は定めていない 

権利行使期間 平成22年７月31日～平成52年７月30日 
 

注 株式数に換算し記載しております。 

 

 (2) ストック・オプションの規模及びその変動状況 

  ① ストック・オプションの数 
 

 平成22年ストック・オプション 

権利確定前  

 前連結会計年度末 ― 

 付与 165,000株 

 失効 ― 

 権利確定 ― 

 未確定残 165,000株 

権利確定後  

 前連結会計年度末 ― 

 権利確定 ― 

 権利行使 ― 

 失効 ― 

 未確定残 ― 
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  ② 単価情報 
 

 平成22年ストック・オプション 

権利行使価格 １株当たり１円 

行使時平均株価 ― 

付与日における公正な評価単価 １株当たり188円 

 

3. ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法 

  当連結会計年度において付与された平成22年ストック・オプションについての公正な評価単価の見

積方法は以下のとおりであります。 

 (1) 使用した評価技法  ブラック・ショールズ式 

 (2) 主な基礎数値及び見積方法 
 

 平成22年ストック・オプション 

株価変動性   注１ 31.53％ 

予想残存期間  注２ 3.82年 

予想配当率   注３ 2.86％ 

無リスク利子率 注４ 0.244％ 
 

注 1. 予想残存期間に対応する過去期間（平成18年10月４日から平成22年７月30日まで）の株価実

績に基づき算定しております。 

2. 過去10年間に退任した取締役の平均在任期間から、現在の在任取締役の平均在任期間を減じ

た期間を予想残存期間とする方法で見積もっております。 

3. 直近年間配当予想額６円／割当日株価 

4. 予想残存期間に対応する期間に対応する国債の利回り 

 

4. ストック・オプションの権利確定数の見積方法 

  基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法

を採用しております。 
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会計監査人の監査報告書 謄本 
 
 

独立監査人の監査報告書 
 

平成23年５月10日 

株式会社 青森銀行 

 取締役会 御中 
 

新日本有限責任監査法人 

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 岩 原 淳 一 ㊞ 

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 植 村 文 雄 ㊞ 

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 久保澤 和 彦 ㊞ 

 

 当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社青森銀行の平成22年４月１日

から平成23年３月31日までの第103期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書及び株

主資本等変動計算書並びにその附属明細書について監査を行った。この計算書類及びその附属明細書の

作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から計算書類及びその附属明細書に対する意

見を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監

査の基準は、当監査法人に計算書類及びその附属明細書に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な

保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその

適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての計算書類及びその附属明細書

の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎

を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般に公正妥当と認められる

企業会計の基準に準拠して、当該計算書類及びその附属明細書に係る期間の財産及び損益の状況をすべ

ての重要な点において適正に表示しているものと認める。 

 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな

い。 
 

以 上 
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連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書 謄本 
 
 

独立監査人の監査報告書 
 

平成23年５月10日 

株式会社 青森銀行 

 取締役会 御 中 
 

新日本有限責任監査法人 

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 岩 原 淳 一 ㊞ 

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 植 村 文 雄 ㊞ 

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 久保澤 和 彦 ㊞ 

 

 当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、株式会社青森銀行の平成22年４月１日から平

成23年３月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書及び

連結株主資本等変動計算書について監査を行った。この連結計算書類の作成責任は経営者にあり、当監

査法人の責任は独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監

査の基準は、当監査法人に連結計算書類に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ること

を求めている。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに

経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての連結計算書類の表示を検討することを含んで

いる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準

に準拠して、株式会社青森銀行及び連結子会社から成る企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産

及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。 

 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな

い。 

 

以 上 
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監査役会の監査報告書 謄本 
 
 

監査報告書 
 
 当監査役会は、平成22年４月１日から平成23年３月31日までの第103期事業年度の取締役の職務の執行に関
して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたし
ます。 
 
1. 監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容 

 監査役会は、監査の方針、監査計画等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告を受け
るほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めま
した。 
 各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、監査計画等に従い、取締役、内
部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、取締
役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に
応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本店及び主要な支店において業務及び財産の状況を調査い
たしました。また、取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会
社の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第100条第１項及び第３項に定める体制
の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）の状況
を監視及び検証いたしました。 
 なお、財務報告に係る内部統制については、取締役等及び新日本有限責任監査法人から当該内部統制の評
価及び監査の状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。 
 子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社
に対し事業の報告を求め、その業務及び財産の状況を調査いたしました。以上の方法に基づき、当該事業年
度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。 
 さらに、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとと
もに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会
計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制｣（会社計算規則第131条各号に掲げ
る事項）を「監査に関する品質管理基準｣（平成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨
の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る計算書類（貸借
対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照
表、連結損益計算書及び連結株主資本等変動計算書）について検討いたしました。 

 
2. 監査の結果 
 (1) 事業報告等の監査結果 
  一 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めま

す。 
  二 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められませ

ん。 
  三 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システ

ムに関する取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。 
  なお、財務報告に係る内部統制については、本監査報告書の作成時点において重要な欠陥は発見され

ていない旨の報告を取締役等及び新日本有限責任監査法人から受けております。 
 (2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果 
  会計監査人新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。 
 (3) 連結計算書類の監査結果 
  会計監査人新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。 
 

  平成23年５月11日 
株式会社 青森銀行 監査役会 
常勤監査役 杉 田   浩 ㊞ 
監 査 役 田 中 憲 一 ㊞ 
監 査 役 大 沢 一 實 ㊞ 
監 査 役 七尾 三郎兵衛 ㊞ 
監 査 役 清 藤 哲 夫 ㊞ 

 
注  監査役大沢一實氏、監査役七尾三郎兵衛氏及び監査役清藤哲夫氏は、会社法第２条第16号

及び第335条第３項に定める社外監査役であります。 
  

以 上 
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株主総会参考書類 
 

議案および参考事項 

 第１号議案 剰余金の処分の件 

当行は、長期にわたり経営基盤の拡充に努めるとともに、安定的な配当を継

続することを基本方針としております。このような方針のもと、当期の剰余金

の処分につきましては、以下のとおりといたしたいと存じます。 

 

1. 期末配当に関する事項 

(1) 配当財産の種類 

  金銭といたします。 

(2) 株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額 

  当行普通株式１株につき金３円といたしたいと存じます。 

  なお、この場合の配当総額は625,730,292円となります。 

  これにより、当期の年間配当金は、先に実施いたしました中間配当金

３円を含めまして、１株につき６円となります。 

(3) 剰余金の配当が効力を生ずる日 

  平成23年６月27日といたしたいと存じます。 

 

2. 剰余金の処分に関する事項 

(1) 減少する剰余金の項目およびその額 

  繰越利益剰余金    1,000,000,000円 

(2) 増加する剰余金の項目およびその額 

  別途積立金      1,000,000,000円 
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 第２号議案 取締役９名選任の件 

取締役全員（９名）は本総会終結の時をもって任期満了となりますの

で、取締役９名の選任をお願いいたしたいと存じます。 

取締役候補者は次のとおりであります。 

 

取 締 役 候 補 者 
 

候補者
番 号 

氏     名 
（生 年 月 日） 

略歴、当行における地位、担当 
お よ び 重 要 な 兼 職 の 状 況 

所有する当行の 
株 式 数 

① 

  か     ふく    よし   さだ 

加 福 善 貞 
(昭和20年９月20日生) 

昭和44年４月 当行へ入行 
平成11年６月 同取締役八戸支店長 
平成12年４月 同取締役総合企画部長 
平成14年６月 同常務取締役 
平成17年３月 同常務取締役兼事務開発部長 
平成17年４月 同常務取締役 
平成17年６月 同専務取締役  
平成18年２月 同専務取締役兼総務部長 
平成18年４月 同専務取締役  
平成19年４月 同取締役頭取 
平成23年４月 同取締役会長（現任） 
       事務統括部担当 

44,000株 

② 

 はま     や             さとし 

浜  谷    哲 
(昭和25年12月11日生) 

昭和48年４月 当行へ入行 
平成15年６月 同取締役審査部長 
平成18年６月 同取締役総合企画部長 
平成19年６月 同常務取締役 
平成21年６月  同専務取締役 
平成22年６月 同取締役副頭取 
平成23年４月 同取締役頭取（現任） 
       監査部担当 

21,000株 

③ 

 たか や しき            ただし 

高 屋 敷    正 
(昭和27年３月６日生) 

昭和49年４月 当行へ入行 
平成５年６月 同新城支店長 
平成８年11月 同城下支店長 
平成11年６月 同湊支店長 
平成13年11月 同人事部付人事役 青森県信用

組合 
平成15年７月 同監査部長 
平成17年６月 同取締役営業統括部長 
平成19年４月 同取締役八戸支店長 
平成20年６月 同常務取締役（現任） 

東京事務所、審査部、総務部
担当 

15,000株 
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候補者
番 号 

氏     名 
（生 年 月 日） 

略歴、当行における地位、担当 
お よ び 重 要 な 兼 職 の 状 況 

所有する当行の 
株 式 数 

④ 

 きく     ち     なお     みつ 

菊 地 直 光 
(昭和28年２月27日生) 

昭和51年４月 当行へ入行 
平成９年11月 同十和田支店長 
平成11年６月 同東京支店長 
平成12年４月 同新町支店長 
平成14年６月 同総合企画部長 
平成15年６月 同取締役総合企画部長 
平成18年６月 同取締役審査部長 
平成20年６月 同常勤監査役 
平成22年６月 同常務取締役（現任） 
       営業統括部、地域開発部担当 

10,000株 

⑤ 

  あ     だち   しょう    じ  

安 達 尚 二 
(昭和29年３月25日生) 

昭和51年４月 当行へ入行 
平成８年３月 同観光通支店長 
平成11年６月 同札幌支店長 
平成13年７月 同県庁支店長 
平成16年６月 同十和田支店長 
平成18年７月 同法人部長 
平成19年６月 同取締役本店営業部長 
平成22年６月 同取締役営業統括部長 
平成23年４月 同取締役青森地区統括（現任） 

15,000株 

⑥ 

 なり     た             すすむ 

成  田    晋 
(昭和29年９月27日生) 

昭和53年４月 当行へ入行 
平成９年６月 同問屋町支店長 
平成12年10月 同津軽和徳支店長 
平成15年７月 同仙台支店長 
平成17年６月 同東京支店長 
平成19年６月 同法人部長 
平成20年６月 同執行役員審査部長 
平成22年６月 同執行役員弘前支店長 
平成23年４月 同執行役員弘前地区統括（現

任） 

34,000株 

⑦ 

  す     とう     みつ    あき 

須  藤  光  昭 
(昭和28年４月12日生) 

昭和52年４月 当行へ入行 
平成８年３月  同根城支店長 
平成11年６月 同百石支店長 
平成13年４月 同審査部審査役 
平成14年12月  同三日町支店長 
平成17年６月 同新町支店長 
平成20年６月 同執行役員八戸支店長 
平成22年６月 同取締役審査部長（現任） 

9,000株 
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候補者
番 号 

氏     名 
（生 年 月 日） 

略歴、当行における地位、担当 
お よ び 重 要 な 兼 職 の 状 況 

所有する当行の 
株 式 数 

⑧ 

 ふく       い    しょう    じ 

福 井 尚 二 
(昭和30年３月28日生) 

昭和53年４月 当行へ入行 
平成12年10月  同盛岡支店長 
平成15年11月 同個人部長 
平成18年10月 同五所川原支店長 
平成20年６月  同執行役員弘前支店長 
平成22年６月 同執行役員東京支店長（現任） 

8,033株 

⑨ 

 はやし            みつ     お 

林  光 男 
(昭和11年５月22日生) 

昭和34年４月 青森三菱電機機器販売株式会社
へ入社 

昭和53年２月 同社代表取締役社長 
平成５年10月 株式会社シンク代表取締役社長 

(現任） 
平成13年11月 青森商工会議所会頭（現任） 
平成13年11月 青森県商工会議所連合会会長 

(現任） 
平成19年６月 当行取締役（現任） 
平成23年４月 青森三菱電機機器販売株式会社

代表取締役会長（現任） 

7,000株 

  
 注 1. 取締役候補者林 光男氏が代表取締役会長を務める青森三菱電機機器販売株式会社および同氏

が会頭を務める青森商工会議所と当行との間には貸出金等の取引があります。 
2. 上記以外の取締役候補者と当行との間には特別の利害関係はありません。 
3. 林 光男氏は、社外取締役候補者であります。 
  同氏を社外取締役候補者とした理由は、長年にわたり青森三菱電機機器販売株式会社等の経営
に携わり、その経歴を通じて培った経営の専門家としての経験・見識からの視点に基づく経営の
監督とチェックをしていただいており、今後も社外取締役としての職務を適切に遂行していただ
けるものと判断し、社外取締役として選任をお願いするものであります。 

  なお、同氏の当行社外取締役在任期間は、本総会終結の時をもって４年となります。 
4. 社外取締役との責任限定契約について 
  当行は社外取締役として有能な人材を迎えることができるよう、会社法第427条第１項の規定
により、社外取締役との間に、同法第423条第１項に規定する社外取締役の損害賠償責任を限定
する契約を締結することができる旨を定款に定めております。 

  林 光男氏は、当行との間で責任限定契約を締結しており、同氏の再任が承認された場合、本
契約を継続する予定であります。 

  社外取締役との間の責任限定契約の内容の概要は次のとおりであります。 
・社外取締役が任務を怠ったことによって当行に損害賠償責任を負う場合は、会社法第425条
第１項各号に定める額の合計額を限度とする。 

・上記の責任限定が認められるのは、社外取締役がその責任の原因となった職務の遂行につい
て善意でかつ重大な過失がないときに限るものとする。 



〆≠●0 
03_0008901102306.doc 
㈱青森銀行様 招集 2011/05/19 13:13印刷 5/6 
 

( 62 ) 

 第３号議案 監査役１名選任の件 

監査役田中憲一氏は、本総会終結の時をもって任期満了となりますの

で、監査役１名の選任をお願いいたしたいと存じます。 

なお、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。 

監査役候補者は次のとおりであります。 

 

監 査 役 候 補 者 
 

氏     名 
（生 年 月 日） 

略歴、当行における地位 
および重要な兼職の状況 

所有する当行の 
株 式 数 

 さわ  むかい      しょう いち 

沢 向  昇 一 
(昭和22年１月14日生) 

昭和44年４月 当行へ入行 
平成３年４月 同本町支店長 
平成７年３月 同栄町支店長 
平成９年６月 同本店営業部長 
平成11年６月 同取締役融資部長 
平成11年11月  同取締役審査部長 
平成15年６月 同取締役八戸支店長 
平成17年６月 当行取締役退任 
平成17年６月 あおぎんクレジットカード株式会社へ

入社 
平成17年８月 同社退職 
平成17年８月 青森県信用保証協会常勤理事 
平成22年４月 同協会常務理事 
平成23年５月 同協会常務理事退任 

21,365株 

 
 注 監査役候補者と当行との間には特別の利害関係はありません。 

 

以 上 
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〈メ モ 欄〉 
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株主総会会場ご案内略図 
 

 

会場 青森市橋本一丁目９番30号 

   青森銀行本店大会議室（８階） 

電話 （０１７）７７７－１１１１（代表） 

 

 

 




